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挿絵   唐澤 香織 



は じ め に  

 

１０年程先の未来には、世界最先端の技術を駆使し 

たリニア中央新幹線の長野県駅が、さらには古くか 

ら天竜川を介して歴史、文化の繋がりの深い遠州、 

三河地方とを結ぶ三遠南信道が、ほぼ時を同じくし 

てこの伊那谷で結ばれます。長らく陸の孤島として 

凋落が続いていた私たちのふるさとに、千載一遇の

チャンスが巡ってきました。 

私たちは、その未来に、豊丘村の豊かな自然と住民の温かな人柄、そこで収穫され

る美味しい農産物を求めて、国内のみならず、海外からも多くの人々が集い、賑わっ

ている…そんな様子を思い浮かべながら、この村で生まれ育つ子どもたちが、豊丘村

を愛し、豊丘村で暮らし続けたいという願いがかなう環境づくりに向けて、さまざま

な施策を実施してきております。 

 

平成 24 年８月に制定された「子ども・子育て新法」に基づき、本村におきまして

も平成 27 年に「子ども・子育て支援豊丘村行動計画」を、令和２年には「第二期子

ども・子育て支援豊丘村行動計画」を策定し、計画的な子育て施策の推進と充実を図

ってまいりました。このたび、第二期を検証した課題から、更なる充実を目指し、令

和 7 年 4 月からの 5 年間を三期とする「第三期子ども・子育て支援豊丘村行動計画」

を策定しました。全ての子どもは、生まれてきた時から、それぞれがかけがえのない

存在です。子どもが、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、互いに認め合い、共に

生きることができるようになるために、子どもの健やかな育ちは、豊丘村にとって最

大の資源である「人づくり」の基礎であり、子どもの育ちと子育て家庭を支援するこ

とが未来への投資と考えます。 

引き続き、第６次豊丘村総合振興計画と本計画に基づき、「子どもの最善の利益」

が実現され、またこの計画の理念である「子どもの育ちを皆で支え合うあたたかい村 

とよおか」を目指し、諸施策の推進を図ってまいります。 

子どもたちの笑顔があふれ、さらに元気な豊丘村を大人と子どもが力を合わせてつ

くり、この希望に溢れる豊丘村の未来を子どもたちに託すために、家庭、学校、地域、

行政等が連携し、取り組んでいきたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力

をお願いいたします。 

最後に、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました「豊丘村子ども・子育て会

議」の皆様をはじめ、「子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査」「子ども若者意

識調査」などにご協力いただきました村民の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

令和７年３月 

豊丘村長  下平 喜隆 

 



                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  子育てへのこだわり（時代がかわっても） 

                             毛涯 章平 

一、子育ての基本（先人の教えから） 

 

 ○『どういう人間に育ってほしいか』という願いを持つこと。 

（親が常に心の内に念じていることに、子どもはだんだん近づいていくものである。） 

 

 ○『幼児期に親の人生観に触れることは、母乳と同じに大切である。』 

 

 ○『子どもの頃、がまんすることを教えてもらわなかった人は、一生の不幸である。』 

 

 ○『今日の青少年の様々な問題は、育ち盛りに断固として言ってくれる人が、周り

にいなかったことが、最大の問題ではないか。』 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、先人の家訓から 
  

≪ 福沢 諭吉 ≫ 

 ○うそをつくべからず。          ○人の噂かたく無用 

 ○人のものをうらやむべからず      ○兄弟げんかかたく無用 
 

≪ 松代藩横田家 ≫ 

 ○先ず恥ずかしいとは思わぬか  ○わが身をつねりて人の痛さを知れ 

○目上の人をうやまえ        ○目下の人をいたわれ 

 ○人の悪しきことを、子どものいる所で言ってはならぬ。 
 

≪ 薩摩の郷中
ご じ ゅ う

教育 ≫ 

 ○弱い者をいじめるな       ○困っている人がいたら手を差し出せ 

 ○親に口答えしてはならぬ 

 

≪ 森信三氏 ≫ 

 ○朝、起きたらまず親にあいさつ  ○呼ばれたら「ハイ」とはっきり返事 

 ○履物は脱いだら必ず揃える 



                  

 

以上の先人の教えを参考にして、当村における地域ぐるみの子育

ての力点として、例えば次の５点が浮かび上がります。 

 

一、  弱い者をいじめてはならぬ 

一、  困っているひとがいたら手を差し出せ 

一、  わが身をつねりて人の痛さを知れ 

一、  恥を知る人であれ 

一、  礼儀正しい人であれ 

 

 

 

三、子どもが、言われて嬉しいことば 

  ○お前にはお前の良さがあるのだ 

  ○お前に期待しているぞ 

  ○さすが！ 

  ○あなたなら、できる 

  ○母さん（先生）嬉しいよ 

  ○伸びてきているぞ 
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第１章 子ども・子育て支援豊丘村行動計画について 

  

１ 計画策定の趣旨 

「第６次豊丘村総合振興計画 もっと ずっと ともに とよおか」に基づいて、豊丘

村の子ども・子育て支援事業の方向及び村民のニーズを踏まえた具体的な事業計画を明

らかにするため「第三期 子ども・子育て支援豊丘村行動計画」を策定します。 

 

２ 計画策定の背景 

全国的に少子化が進む中、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増

加など、子どもや子育てを取り巻く環境はめまぐるしく変化しており、子育てに対する不

安や負担、孤立感などが高まっています。そのため、子どもの健やかな成長と子育てにつ

いては社会全体で支援していくことが必要とされています。 

このような子育てに関する社会的背景のもと、国では、平成 24 年に「子ども・子育て

３法」を制定しました。この３法に基づいて平成 27 年度から施行された「子ども子育て

支援新制度」では、「子どもの最善の利益が実現される社会を目指す」との考えを基本に、

子どもの幼児教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭における子育て支援等、

地域の子ども・子育て支援を充実させることが求められました。 

 

豊丘村においては、平成 27 年に『子ども・子育て支援豊丘村行動計画』を、令和２年

に『第二期子ども・子育て支援豊丘村行動計画』を策定し、すべての子どもとその家庭を

対象とした次世代育成支援、子ども・子育て支援を総合的かつ計画的に推進してきまし

た。 

しかしながら、子どもと家庭を取り巻く状況が大きく変化している中、地域や社会が保

護者に寄り添い、社会全体で子ども・子育てを支援するよう、より一層の取り組みが必要

になっています。このような状況の中で令和５年に施行された「こども基本法」は、次代

の社会を担う全ての子どもが生涯にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現

を目指し、子ども施策を社会全体で総合的に推進していくための包括的な基本法として

制定されており、子ども・子育てに関する支援対策は新たなステージへと進んでいます。 

引き続き、きめの細かい・切れ目のない子ども・子育て支援環境の充実に取り組み、子

どもが尊重され、子育てが楽しいと思えるような社会を計画的に構築するための指針と

して、ここに「第三期 子ども・子育て支援豊丘村行動計画」を策定し子育て支援策の充

実に取り組んでいきます。 
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３ 計画の期間と位置づけ 

 

本計画は、令和７年度から令和 11 年度までの５年間を計画期間とします。 

 

平成 27 年度～令和元年 令和 2 年度～令和 6 年度 令和 7 年度～令和 11 年度 

子ども・子育て支援 

豊丘村行動計画 

第二期子ども・子育て 

豊丘村行動計画 

第三期子ども・子育て 

豊丘村行動計画 

 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計

画」であり、並びに「こども基本法」第 10 条、「次世代育成支援対策推進法」第８条に基

づく市町村行動計画として位置づけます。すべての子どもの良質な成育環境を保障し、子

ども・子育て家庭を社会全体で支援することを目的とした計画です。 

 また、「第６次豊丘村総合振興計画」及び「豊丘村教育大綱」を上位計画とし、「豊丘村

健康増進計画」「豊丘村障がい福祉計画及び豊丘村障がい児福祉計画」等の関連計画との

整合を図りながら各施策を推進していきます。 

 

 

 

                   

  

 

  ・子ども・子育て支援法 

   ・次世代育成支援対策推進法 

  ・こども基本法 

  ・子どもの貧困対策の推進に 

関する法律 

 

 

 

 

 

 

  ・長野県子ども子育て支援 

事業計画 

  ・長野県子ども・若者支援 

総合計画 

                        

 

  国 

長野県 

豊丘村 

第６次豊丘村総合振興計画 

豊丘村教育大綱 

第三期 

子ども・子育て 

豊丘村行動 

計画 

・豊丘村健康増進

計画 

・豊丘村障がい福

祉計画及び豊丘村

障がい児福祉計画 

等関連計画 

   各種事業  
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４ 計画の対象 

 〇主に、生まれる前から乳幼児期を経て、青少年期に至るまでの、おおむね 18 歳まで

の子どもとその家庭とします。 

 〇若者の自立支援については、施策の内容により、必要に応じて対象となる年齢に幅

を持たせ、柔軟な対応を行います。 

 

５ 計画の策定体制    

（１）豊丘村子ども・子育て会議による審議 

計画の策定にあたり、子育て当事者の意見を反映するとともに、子どもを取り巻く環境や

子育て家庭の実情を踏まえた計画とするため、民生児童委員・教育委員会・学校 PTA・保育園

保護者会・学校・保育園関係者や児童クラブ職員、子育てサークル代表者等子ども子育て支

援に関する事業に従事する者で構成する「豊丘村子ども・子育て会議」において、計画の内

容について協議しました。 

 

（２）「子ども・子育てに関するアンケート調査」・「子ども若者意識調査」の実施 

 就学前児童・小学生の保護者の方を対象に、子育て状況、教育・保育ニーズ、子育て支援サ

ービスの利用状況等を把握するため、令和６年２月に、就学前児童（０歳～５歳）の保護者

149 名、小学１年生から３年生の保護者 132 名を対象として「子ども・子育て支援事業計画策

定にかかわるニーズ調査」を実施しました。 

アンケート種別 配布数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童用調査 149 121 81.2％ 

小学生用調査 132 112 84.8％ 

 

また、小中学生を対象に、学校生活・家庭生活の状況を把握するため、令和６年９月に、小

学５年生 58 名、中学２年生 68 名を対象として「豊丘村子ども・若者意識調査」を実施しま

した。 

学  年 配布数 有効回収数 有効回収率 

小学５年生 58 57 98.3％ 

中学２年生 68 59 86.7％ 

 

（３）聞き取り調査 

子育て中の母親より聞き取り調査を行い、子育て家庭や地域の中で現在抱えている課題や

問題点について意見交換を実施し、たくさんの貴重なご意見をいただきました。 
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第２章 子どもや子育てを取り巻く状況 

 

１ 豊丘村の概況 

（１）少子化の現状 

本村の人口推移をみると、総人口は年々減少傾向にあり、令和元年４月 1 日の豊丘村人口

6,704 人に比べて、令和６年 4 月 1 日では 6,539 人で減少人数は 165 人(2.5％)です。出生数も

緩やかではあるものの減少しており、年少人口（0 歳から 14 歳）を見ると、令和元年４月 1

日現在 908 人、令和６年４月 1 日現在では 866 人で減少数は 42 人(4.6％)となっています。 

 

（２）少子化の影響 

婚姻数の推移をみると、減少傾向にあり、令和元年は 110 件とかなり多くの方が婚姻され

ましたが、令和 5 年は 57 件と 5 年間で半数となっています。 

 少子化は、子どもが豊かな人間関係を築いていく機会や場を減少させ、兄弟姉妹や仲間同

士のふれあいを通じて培われる思いやりや自主性・社会性・創造性などが育まれにくくなる

など、子ども自身の健やかな成長への影響が懸念されます。 

また、年金などの社会保障費用にかかる現役世代の負担の増大、若年労働力の減少による

社会の活力の低下などの影響が予想されます。 

労働力人口の高齢化が進行することにより、実労働時間数でみた労働供給は減少し、これ

が経済成長を制約するおそれがあります。 

 

（３）少子化の要因 

出生率の低下は、一般的に非婚化・晩婚化に伴う未婚率の上昇と出生率低下などが考えら

れるといわれております。その背景には、結婚に関する意識の変化と併せて、核家族化など

により、仕事と子育ての両立の負担感が増大していることや、子育ての経済的負担感、子育

てそのものの負担感が増大していることがあるものと考えられます。 

今回のニーズ調査の結果において、現在就労していない母親の理由として、「子育てや家事

などに専念したい」の回答は 5.6％、「兄弟の中で１番下の子どもが３歳になったら就労した

い」「すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい」の回答が 89％となり、就労の希望は多く、

仕事をしながらでも子育てできるような体制づくりを支援していく必要性が読み取れます。 

 

（４）年少人口（0～14 歳）と高齢者人口（65 歳以上）の推移 

豊丘村内の年少人口（0～14 歳）と高齢者人口（65 歳以上）の推移をみると、年少人口は

徐々に減少しています。対して、高齢者人口は年々増加しています。 

しかし、コーホート変化率法や村の人口ビジョン等による人口推計によると、今後の年少

人口は減少もしくは横ばい程度で推計されており、今後も少子高齢化の推移については、注

視していく必要があります。 
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年少人口と高齢者人口の推移 

                                （単位：人、%） 

 項 目 平成 16 年 平成 21 年 平成 25 年 平成 30 年 令和５年 

年少人口 

（０～14 歳） 

1,116

（15.4） 

1,014

（14.4） 

971 

（13.9） 

913 

（13.5） 

881 

（13.3） 

高齢者人口 

（65 歳以上） 

2,012

（27.7） 

2,066

（29.3） 

2,015

（28.9） 

2,101

（31.1） 

2,188 

（33.1） 

総人口（人） 7,261 7,033 6,953 6,479 6,596 

資料：住民基本台帳（4 月 1 日、外国人登録者数を含む） 

 

 

（５）豊丘村の出生の動向 

本村における出生数は、年間 40 人～50 人の間で推移していますが、今後は全国統計の傾

向と同じく年々出生数の減少が予想され、今後とも少子化対策を重要な課題として推進する

ことが急務となります。 

 

今後 5 年間の(令和７年～11 年)の年少人口(0～11 歳)の推計  

■ コーホート変化率法と村の人口ビジョン（総務課作成）により推計 

（コーホート変化率法：ある年の男女・年齢別人口(今回は令和４年～６年)を基準人口として、

これに出生率などの要因についての仮定値をあてはめて将来人口を計算する方法） 

（１）計画期間の児童数の推移（人） 

年齢 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

０歳 45 44 44 43 43 

１歳 50 47 45 45 44 

２歳 53 52 49 47 47 

３歳 47 55 53 50 48 

４歳 68 49 56 55 51 

0
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2,000
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年少人口 高齢者人口

 



 - 6 -

５歳 54 70 50 57 56 

６歳 59 55 70 51 58 

７歳 62 60 55 71 52 

８歳 50 63 60 55 70 

９歳 55 50 62 58 54 

１０歳 42 53 47 60 57 

１１歳 57 41 53 47 60 

合計 642 639 644 639 640 

 

 

（６）世帯の構成状況 

世帯数は令和元年から令和５年にかけて 59 世帯増加していますが、人口については 173 人

減少しているため、一世帯あたりの人数は減少傾向を示すこととなり、核家族化が緩やかに

進んでいることがわかります。 

 

（７）子どもの居場所、保育サービスの利用希望 

１）子どもの居場所 

・就学前児童の平日：保育園が 87%、保育園以外が 13% 

・小学校低学年児童の放課後：祖父母や保護者と過ごす児童が 48.1％、児童クラブ利用童 

32.7％、塾やそれ以外が 19.2％（複数回答） 

２）保育サービスの利用希望 

・0～3 歳児童の保護者の保育サービス利用希望は 76% 

・小学校児童の保護者の児童クラブの利用希望は 33.1%、過ごさせたい場所として自宅や祖

父母宅という回答は 48.5%でした。 

利用希望は増加が予想されます。保育園・児童クラブとも利用希望に対応した運営につ

いて検討していく必要があります。 
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２ 保育の状況   

村内には３か所の公立保育園があり、令和６年４月１日現在の入園児童数は合わせて 233

人となっています。各園ともここ数年、定員を下回っていますが、どの地区にも子育て家庭

向けの補助等を利用した住宅が多く造成されております。 

現在、３歳以上児・３歳未満児ともに入園待機児童はいません。入園児童数は、令和元年

の 224 人から令和５年の 253 人と、ここ数年増加傾向にあります。未満児の入園希望が増加

しており、平成 26 年度に北保育園に未満児棟を増設した以降、担当保育士の増員等で対応し

ています。受け入れ体制については、引き続き検討していかなければなりません。未満児に

ついては、３保育園において合計 90 人定員で実施しています。 

また、延長保育利用者数については年々増加し、令和５年度は月平均の利用人数が３保育

園で 134 人となっており、延長保育の受け入れ体制についても引き続き充実させていく必要

があります。 

● 年度末入園児童数の推移                 （単位：か所・人） 

区   分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保 育 園 数 3 3 3 3 3 

保 育 園 定 員 数 280 280 280 280 280 

入 園 児 童 数 234 230 234 233 253 

 入 園 率 83.5％ 82.1％ 83.5％ 83.2％ 90.3％ 

未 満 児 80 84 77 72 91 

 

 

３ 放課後児童クラブの状況   

村内には南北小学校、２校がありますが、どちらの小学校の児童数も減少の傾向を示して

います。 

河野児童クラブの利用者は開所当初わずかでしたが、家庭状況や保護者の就労形態の変化

などにより、最近は多くの児童が利用しています。神稲児童クラブについても多くの児童の
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利用が見られますが、ここ数年利用児童数に大きな変化はありません。河野児童クラブは平

成 26 年度に新施設を建設、また神稲児童クラブは平成 27 年度に増築を行い、施設環境の整

備と共に、遊びを中心とした様々な活動を通しての充実した学童保育が行われています。 

● 小学校児童数・放課後学童保育利用者の推移        （単位：人） 

区   分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

小 学 校 児 童 数 405 403 379 376 347 

河野児童クラブ登録児童数 93 76 71 72 73 

利用児童数（1 日平均） 35 24 25 26 24 

神稲児童クラブ登録児童数 140 108 108 112 98 

利用児童数（1 日平均） 35 32 40 38 41 

 

 

４ 母子保健の状況  

子どもが健康に生まれ元気に育つために、当村で行っている母子保健事業状況は以下のと

おりです。 

（１）母子手帳の交付 

交付を通して母との出会いが生まれる大切な場となり、ここから適切なアドバイスを行い

ます。 

● 交付件数の推移                       （単位：件） 

区   分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

交 付 数 42 52 48 50 47 

 

（２）母親学級（プレママ教室）  

妊娠中の適切な過ごし方、出産にあたっての心構えなどを、仲間と一緒に学びます。この

教室では、産後も情報交換できるよう、友達づくりにも視点をおいています。母親学級への

参加者は増加しており、核家族化の進む中、母親学級の持つ意義と期待はますます高まって

くると思われます。 
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● 参加者数の推移                       （単位：人） 

区   分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

参加延人数 14 19 17 28 21 

 

（３）新生児・乳児（乳児家庭全戸訪問指導） 

育児不安の多い時期である新生児から乳児期に、安心して子育てができるよう、生後２か月頃

をめどに保健師が全戸訪問し、身体計測をはじめ、必要なアドバイスを行います。また、村の健

診や、予防接種方法についての連絡、親子交流広場の紹介をしています。 

● 訪問指導数の推移                       （単位：件） 

区   分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問延人数 39 47 43 47 49 

 

（４）乳幼児健診 

４か月児健診、７か月児健診、10 か月児健診、12か月児健診、1 歳６か月児健診、２歳児健診、

２歳６か月児健診、３歳児健診と、定期的に健診を行っています。１歳から３歳の健診時には、

臨床心理士が幼児発達相談を行っています。また、５か月半には子育て支援員が自宅を訪問し、

子どもの様子を聞きながら、母親の心に寄り添ったサポートができるよう心がけています。 

母親や父親が子どもの成長、発達の過程を理解し、育児における選択力をつけることによって

不安を軽減できるような学習の場としての健診のあり方についても検討し、改善していくことが

必要となります。 

● 乳児健康診査（4 か月・7 か月・10 か月・12 か月） 延べ人数  （単位：人） 

区   分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

対 象 者 156 180 223 154 193 

受 診 者 156 180 223 154 191 

受 診 率 100％ 100％ 100％ 100％ 99.0％ 

● 1 歳 6 か月児健康診査                    （単位：人） 

区   分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

対 象 者 60 36 51 57 40 

受 診 者 59 36 
37(新型コロナウイルス感染

症で１回中止のため) 
57 40 

受 診 率 98.3％ 100％ 72.5％ 100％ 100％ 

● 3 歳児健康診査                       （単位：人） 

区   分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

対 象 者 42 52 52 51 63 

受 診 者 42 52 52 51 62 

受 診 率 100％ 100％ 100％ 100％ 98.4％ 
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（５）う歯（むし歯）の状況 

１歳 6 か月から３歳の間に、う歯(むし歯)が見られる子がいます。卒乳をしていない子、時間を

決めず欲しがるときにおやつを与えられている子や、歯磨きの習慣のない子などにう歯がありま

す。飲食する物の歯への影響や仕上げ磨きの方法を理解し、家庭でう歯の予防ができるよう、歯

科衛生士による指導・相談を行っています。 

● う歯保有率（1 歳 6 か月児、3 歳児）             （単位：％） 

区   分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

1 歳 6 か月児 0％ 2.8％ 0％ 0％ 0％ 

3 歳児 14.3％ 5.8％ 1.9％ 0.1％ 12.9％ 

 

５ 生活の状況 （乳幼児健診問診票による傾向） 

乳幼児健診時、食生活を把握し子どもの健やかな成長のための支援をおこなっています。野菜

不足やおやつの摂り過ぎによる糖の過剰摂取といったアンバランスな食事や、咀嚼力が育ってい

ないために野菜や肉を噛めず、食べの良くない子もみられますが、問診での食習慣及び生活リズ

ムについての支援の効果により改善が見られ、年々母親の意識の高まりが感じられます。 

● 1 日 3 食のうち野菜なしの食事回数 令和 5 年度            （単位：％） 

区   分 10 か月児 12 か月児 1 歳 6 か月児 2 歳児 2 歳 6 か月児 3 歳児 

1 回 17.4％ 10.2％ 22.5％ 34.8％ 37.1％ 34.4％ 

2 回 4.3％ 10.2％ 17.5％ 4.3％ 9.7％ 8.2％ 

3 回 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

● 起床・就寝時間 令和 5 年度                      （単位：％） 

区   分 4 か月児 7 か月児 10 か月児 12 か月児 1 歳 6 か月児 2 歳児 2 歳 6 か月児 3 歳児 

8 時以降起床 12.5％ 12.5％ 2.2％ 2.0％ 2.5％ 4.3％ 1.6％ 0％ 

22時以降就寝 8.3％ 8.3％ 2.2％ 0％ 7.5％ 4.3％ 3.2％ 3.3％ 
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６ ニーズ調査等からみた豊丘村の子どもの現況  

（１）実施した調査の概要 

○子ども子育て支援事業計画に係るニーズ調査（令和 6 年 2 月実施） 

 この調査は、令和 7 年度からの豊丘村子ども子育て支援事業計画を策定するにあたり、就学児

童、未就学児童の保護者の子育てに関する生活実態や、サービスの利用意向、意見・要望等を把

握することで、子ども・子育て支援豊丘村行動計画（令和 2 年度～令和 6 年度）を検証し、子ど

も子育て支援事業計画策定のデータを収集することを目的として実施しました。 

 

（２）調査結果からみた子どもたちを取り巻く状況 

１）仕事と子育ての両立について 

   保護者の仕事と子育ての両立については、「仕事を優先している」「やむおえず子育てよ

り仕事を優先している」の計は父親が 56.3%、母親は 11.3%、また、「子育てを優先している」

「やむをえず子育てを優先している」の計は父親が 0.3％、母親が 22.6%、「仕事と子育ての

両立を図るよう努めている」は父親が 41％、母親 80.2%となっています。このことからも、

仕事と子育ての考え方は多様であり、個々のライフスタイルに合わせた子育て支援が求め

られています。 

２）子育てに関する悩みや不安について  

「子育てを楽しいと感じる」と回答した人は63.8%、「つらいと感じることの方が多い」は0.1%、 

「子育てに関して日頃悩んでいること」についての問いに対して、子どもに関することでは、

「病気・発育発達や食事や栄養など体に関すること」は 25.7%、「子どもと接する時間や接し方

に関すること」は 29.3%、「子どもの教育に関すること」は 22.5%でした。子育てに関する悩みや

不安の相談相手としては、「祖父母等の親族」は 76.0%、「友人や知人」は 64％、「利用している

保育園や学校の先生」は 35.2%の順となっています。（複数回答可）今後、保健師による健康や

発育の相談、子育て情報サイト「MiTeMi」の利用、子育て支援センター「つどいの広場」を利用

したいという回答が多くあり、公的な相談体制の周知と情報提供の充実が求められています。 

３）父親の育児のかかわり方について 

「子育て（教育含む）を主に行っているのはどなたですか」の問いに対して「父母共に」が

66.8%、「主に母親」は 29％となりました。核家族化や共働き家庭が増加してきた中、家事育児

は家族で協力して行うことが大切です。 

４）子どもを生み育てるための社会環境について 

豊丘村の子育て支援策全般について回答をお願いしたところ、子育てしやすい環境だと感じ

ている、村の子育て支援策は充実している、感謝しているという声が多数ありました。反面、

子育て家庭への経済的支援、ファミリーサポート制度の導入、公園の整備についてなど社会環

境の整備・充実に向け様々な回答が寄せられました。 

５）子どもの遊び場などの環境について 

家の近くの子どもの遊び場について、就学前児童・小学生児童の保護者の多くが、「近くに遊

び場がない」と感じており、施設環境や活動の充実が求められています。 
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６）健康づくりについて（令和５年度 乳幼児健診結果より） 

・定期的に健診を行っており、受診率は乳児検診で 99.0％・3 歳児検診で 98.4％、1 歳 6 か月健

診では 100％です。 

・生活リズムについては、健診時の問診での支援の効果等により、起床・就寝時間を意識して

生活することで、多くの家庭でリズムが整ってきていることを感じます。 

・「親が忙しいときにテレビや DVD を見せてしまう」と悩んでいる保護者も多くいます。子ど

ものことばの遅れ等の発達面への影響が心配されます。 

・「健診の回数が多いため安心して子育てができ、相談もしやすい」という声が聞かれました。 

・子どもの予防接種については、少数ですが望ましい時期に接種が済んでいない子どもがみら

れました。 

・う歯(むし歯)のない子どもの数は 3 歳で 87.1％であり、引き続き歯科衛生士による指導等で、

歯の大切さについて保護者に伝えていく必要があります。 

 

 

７ ニーズ調査（令和６年度実施）からの課題  

（１）子どもの健やかな育ちと子育て家庭への支援 

子育てに関して不安や負担を感じている割合は、36.2％という現状です。安心して子どもを

生み育てられる環境をつくるためには、すべての子育て家庭の不安や負担が軽減される取り

組みが必要であり、そのためには、相談支援体制を整えることで、子育て家庭の孤立をなく

していく必要があります。また「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」

「子育て支援センターの情報提供や相談体制を強化してほしい」等の希望が多くみられます。

子育て支援センターの機能や活動の充実に合わせ、令和７年度設置予定の「豊丘村こども家

庭センター」において、妊娠・出産・産後の子育ての不安が解消され、安心して子どもを産

み育てることができるよう、子育て家庭への切れ目のない支援を引きつづき実施することが

必要です。 

 

（２）働きながら子育てできる環境づくり 

保護者の就労状況をみると、父親は 95％、母親は 62.7%が就労しています。「今後も働き続

けたい」また「子どもが 3 歳になったら就労したい」と希望している母親も多く、保育園の

延長保育や一時保育、病児・病後児保育、放課後児童クラブの充実など、様々なニーズに応

じて対応できる体制の整備も必要になります。また、行政への要望として、子ども用品代の

補助や医療費や給食費の無償化等の「経済的支援」も多く、経済的負担が大きいことは少子

化の要因のひとつでもあると考えられます。社会情勢や村の財政状況等考慮しながら、真に

必要な支援体制の充実が求められています。 
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８ 第二期事業計画の評価と課題 

 

第二期子ども子育て支援豊丘村行動計画では、基本理念「全ての村民が、子どもと子育て

家庭を支え共に育ちあう村」を掲げ、子育てを地域全体で応援していくために、次の６つの

事項を行動計画において基本目標として施策を展開してきました。 

 

 ＜基本目標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜支援施策の評価と課題＞ 

Ⅰ 子どもの権利を尊重する社会の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 安心して子育てできる社会の仕組みの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

子どもの権利を尊重

する社会の推進 

2 

安心して子育てできる

社会の仕組みの構造 

3 

子育て家庭を支える

地域の環境の充実 

（１）人権教育を充実し、豊かな心と思いやりの気持ちを育む取組 

 豊かな心を育むため、子どもの心に残る道徳教育の充実を図ると共に、多様な体験活動等 

や、読書活動等を推進する取り組みの充実が重要となります。また、いじめ・不登校に対応 

するため相談体制の強化、関係機関との間のネットワークづくり等が必要となります。 

（２）子どもの社会参加の充実 

 子どもの人数の減少は、遊びを通じての仲間意識の形成や子どもの社会性の発達と規範意 

識の形成に大きな影響があると考えられます。地域の方の協力を得て、地域において子ども 

が自主的に参加し、自由にあそべ、学習や様々な体験活動を行うことができる安心・安全な 

居場所づくりの推進が重要になります。 

 

（１）家庭の事情に合った子育て支援の充実 

 きめ細かな子育て支援サービス、保育サービスを効果的に提供でき、各種の子育て支援サー

ビス等が利用者に周知されるよう、子育てサイトの活用、各支援のパンフレット配布による情

報提供を行うことが課題になります。 

（２）男女共同参画意識の醸成 

  男女共同参画社会を実現していくためには、女性の活躍を積極的に推進し、性別に関わりな

くあらゆる分野の活動に参加しやすい環境を整備すること、そして男女ともに充実した職業生

活、その他社会生活、家庭生活を送ることが重要になります。 

 

4 

質の高い教育・保育

の総合的な提供 

6 

子どもと子育てに優しい

環境の整備 

5 

子どもの健やかな成長に

向けた総合的な支援 
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Ⅲ 子育て家庭を支える地域環境の充実 

 

（１）仕事と家庭が両立できる職場環境への取組の推進 

  保育サービス及び、放課後児童健全育成の充実等、多様な働き方に対応した子育て支援の充実 

に取り組むと共に、支援事業を利用しやすいよう情報提供を引き続き行っていきます。 

（２）地域の子育て支援の仕組みづくり 

  地域住民の多くが、子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て家庭を支えることが 

できるよう意識啓発等の推進が必要となります。 

（３）地域力を活用した子育て支援 

  核家族化が進み、子どもが高齢者と接する機会は以前より少なくなっています。子どもの 

健全な成長には様々な年代の人との交流が大きな意味を持つことから、継続して世代間交流 

の機会を持つ必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）就学前教育や保育の充実 

  子育て情報の氾濫する社会だからこそ、多くの情報に混乱し子育ての孤立化の危険が高

まっています。子育ての孤立化を防ぐため、保育園入園前の親子の集える場所や、集団生活

の経験を積むことのできる保育園が「子どもの成長に最もふさわしい生活の場」になるこ

とが求められています。 

（２）義務教育の充実 

  確かな学力や豊かな心、健康や体力などの「生きる力」を身につける総合的な教育の更 

なる推進が求められています。また、いじめや不登校など子どもを取り巻く社会や家庭の 

環境に対応するため、心理面でのケアにも力を入れていきます。 

（３）家庭教育力の向上 

  人や自然とふれあう体験が減少している現代では、保育園や学校、地域社会で子育て家 

庭に対して体験活動を積極的に行うことが必要です。一方、両親をはじめとする家族が、子

どもの自立に向けて親子で向き合う時間が増えるような働きかけが必要です。 

（４）豊丘村を愛する郷土愛を育てる取り組み 

  自然体験活動など豊丘村ならではの活動を通して、豊丘村の自然を美しいと感じ、村を

愛し楽しむ取り組みが行われてきました。地域の方の協力を得て更なる体験活動等の充実

が求められています。 

Ⅳ 質の高い教育・保育の総合的な提供 
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（１）子どもの基本的な生活習慣「早寝・早起き・朝ごはん」の取り組み 

   乳幼児期からの望ましい食習慣や基本的生活習慣の定着、食を通じた豊かな人間性の

形成、家族関係づくりによる身心の健全育成など、望ましい食環境や生活リズムの獲得

に向けて各家庭で見直す機会を持ち、健やかな成長のための支援をしていきます。 

（２）児童虐待や育児放棄等、要保護児童対策の強化 

   子育て支援センターを中心に、養育支援を必要とする家庭を早期把握、虐待の予防・ 

早期発見・早期対応に努めています。今後は「こども家庭センター」が関係機関と連携

強化し、相談体制の強化を図っていきます。 

（３）ひとり親家庭の自立支援 

   ひとり親家庭が増加している中で、子育て短期支援事業や保育園入園等各種支援策を

引き続き推進していきます。また、就業支援事業はハローワークとの連携等を行い効果

的な実施に努めることが必要となります。 

（４）発達に支援のいる子どもとその家庭への支援の充実 

   子どもの可能性を最大限に伸ばし、自立し、社会参加をするために必要な力を培う 

ため、一人一人に応じた適切な支援を行っていきます。さらに家族が適切な子育てが 

行えるよう、専門機関と連携を密にしながら、支援体制を整えていくことが必要とな 

ります。 

（５）障がいのある子どもへの支援体制の充実 

   早期発見・早期療育の支援体制を引き続き行い、きめ細かい支援を行っていきます。

障がいに対する親の受容の遅れにより適切な療育が遅れることの無いよう、障がいのあ

る子どもの親への支援も必要となります。 

（６）外国人等の子どもや家庭への総合的な支援体制 

   多文化交流を行う中で、外国人への理解も深めてきています。通訳・言葉の学習の場

を設ける等、支援体制を整えていきます。 

（１）安心して妊娠・出産できる環境づくり 

   特定妊婦への支援など、母子保健と子育て支援の連携が確立してきています。安心して

妊娠・出産・新生児の子育てができるよう、切れ目ない相談体制が重要になっています。 

（２）子育てに適した生活空間の整備 

   子育て支援センターの開設により、平日に安心してあそべる親子の集いの場は確保され

ています。また、休日や雨の日の遊び場についての要望に応え、令和２年度からは、土日・

祝日に中央保育園の遊戯室や園庭を開放した遊びの広場「とよっこ広場」を開設し、村内

外の多くの親子に利用されています。 

（３）子どもと親の健康を守る取り組み 

   乳幼児健診の受診率も高く、子どもの健康については母親の関心は高いと思われます。

子どもの健康を守ると共に、母親自身の育児不安などに対し、個々の状態に合わせた訪問

指導、健康相談の必要性が高まっています。 

（４）子どもの安全を守る環境づくり 

   交通安全訓練を引き続き行っていきます。交通事故や犯罪等の被害から子どもを守るた

め、地域の方との協力体制が必要となります。 

（５）若い世代が社会的に自立し、家庭を持つための支援の充実 

   結婚や妊娠、出産に関する希望を実現するため、結婚・妊娠、出産の切れ目ない支援の

推進が重要です。地域の実情に応じたニーズに対応しライフステージの各段階に応じたき

め細かい支援を行うことが必要となります。 

Ⅵ 子どもと子育てにやさしい環境の整備 

Ⅴ 子どもの健やかな成長に向けた総合的な支援 
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＜令和６年度 目標事業量の設定について＞  

子育て支援サービス
項目 

令和６年度 
目標事業量等 

令和６年度 
実施事業量等 

目標達成 
予定年度等 

子育て支援センター 
（専門員人数） 

1 か所（2 名） 1 か所（2 名） 継続実施 

子育てサポーターの確保 必要性の検討 未実施 必要性の検討 

親子交流広場 
対象者参加率 

75% 
対象参加者率 

84% 
活動を充実させ 

継続実施 

育児支援家庭訪問 
（子育て支援専門員） 希望者に対し訪問 希望者に対し訪問 継続実施 

保育園開放 
交流保育 

3 保育園 年 12 回 3 保育園 年 12 回 継続実施 

一時保育事業 
3 人 

（1 か所） 
3 人 

（1 か所） 
継続実施 

保育時間外一時預かり 
子育て短期支援事業 

（慈恵園） 
子育て短期支援事業 

（慈恵園） 
継続実施 

ファミリーサポート 
センター（育児ボランテ

ィアによる育児援助） 
必要性の検討 未実施 必要性の検討 

早寝・早起き・朝ごは
ん運動の展開 

全児童・生徒・家庭に対し実施 継続実施 

妊婦食生活支援事業 年６回 
母子手帳交付時 
対象者全員 

継続実施 

食育情報等の広報誌へ
の定期的な掲載 

年２回 年２回 
内容等充実させ 

継続実施 

出産祝金の支給 
村の財政状況を考慮して

継続実施 
一人 100,000 円 

村の財政状況を考

慮し検討しながら

継続実施 

福祉(乳幼児)医療給付
事業 

高学校 3 年まで 高校３年まで 継続実施 

医療機関ガイドマップ
の配布 

1 回 
２か月訪問時 
対象者全員 

継続実施 

3 歳未満児保育 
90 人 

（3 か所） 
91 人 

（3 か所） 
継続実施 

延長保育（定員数） 
100 人 

（3 か所） 
110 人 

（3 か所） 
継続実施 

特定保育事業 
（週 2～3 日又は半日の保育） 

一時保育で対応 未実施 
一時保育・こども誰でも

通園制度で対応 

休日保育事業 
子育て短期支援事業 

（慈恵園） 
子育て短期支援事業 
（慈恵園・風越福祉会） 

継続実施 

 
夜間保育事業 

子育て短期支援事業 
（慈恵園） 

子育て短期支援事業 
（慈恵園・風越福祉会） 

継続実施 

 

 

  

９ 目標事業量の設定 
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子育て支援サービス 
項目 

令和６年度 
目標事業量等 

令和６年度 
実施事業量等 

目標達成 
予定年度 

病後児保育事業 
（施設型） 

おひさまはるる 
（飯田市に委託） 

おひさまはるる 
（飯田市に委託） 継続実施 

保育料軽減事業 同時入所2 人目・3子以降  同時入所３歳未満児第２子 
社会情勢等考慮し検 
討しながら継続実施 

放課後児童クラブ 
（定員） 

100 人 
（２か所） 

171 人 
（２か所） 

継続実施 

新入学児童ランドセル
購入補助 

購入費用の 1/2 
購入費用のうち 

保護者負担 13,000 円 

情勢を考慮しながら 

継続実施 

パソコン機器・ソフト等 
リース事業 

全小中学校 全小中学校 
必要に応じて調整 

しながら継続実施 

外国語指導助手
（AET）配置 

小中学校・保育園 1 名 小中学校・保育園 1 名 継続実施 

スクールカウンセラー 
派遣事業(県事業) 

小中学校 1 名 小中学校 1 名 継続実施 

心の教育相談員 
配置事業 

中学校 1 名 中学校 1 名 継続実施 

学校図書の充実 
司書教諭を中心に蔵 

書の増冊等しながら 

継続実施 

司書教諭の配置 

南小学校 1 名 

中学校 1 名（北小兼任） 

司書教諭を中心に蔵

書の増冊等しながら

継続実施 

子ども会・育成会活動助成 28 地区 28 地区 
活動内容等充実させ 

て継続実施 

総合学習補助 
農業・福祉職場体験など

に対し助成 
職場体験などに対し助成 継続実施 

誕生日本贈呈事業 
3 歳～15 歳 

児童生徒全員 

1 歳～15 歳 

児童生徒全員 
継続実施 

乳幼児等ふれあい学習

（中学生対象） 

3 回 

90 人 
継続実施 継続実施 

ブックスタート事業 

（ファーストブック） 
1 歳児全員 1 歳児全員 継続実施 

虐待防止ネットワーク
の設置 

１か所 １か所 継続実施 

こどもを守る安心の家 32 か所 

31 か所 

（南小区域 16 か所 

 北小区域 15 か所） 

継続実施 

防犯講習会の実施 ３か所 ３か所 継続実施 

村営路線バス運行 
４路線 

村営バス 

６路線 

（堀越線・佐原線・壬生沢福島線 

壬生沢線・福島線 

滝川阿島北県道線） 

継続実施 

子育て支援サイト作成 
広域での 

作成検討 
広域で作成中 

広域で検討し総合的 

な提供を図る 

子育て支援・定住 

ガイドブック発行 

 

予定なし 

 

移住定住者向け子育て施

策等ガイドブック作成・

配布（産業振興課） 

見直しを行いながら

継続実施 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本理念 

 

子どもの育ちを皆で支え合うあたたかい村 とよおか 

 

 本計画は、「第 6 次豊丘村総合振興計画 ～もっと ずっと ともに とよおか～」に基づいて、

豊かな自然に触れながら、うるおいのある生活空間の中、村民が生活しやすい、住みやすい村の

実現に向けて、様々な取組を進めていきます。 

また、基本理念については、第一期計画・第二期計画と２期に渡り掲げてきた「子どもの

笑顔が輝く丘～だん Q くんの未来づくりプラン～」の方向性を継続し、教育・保育及び地域

子ども・子育て支援事業の充実を図ることにより、笑顔で子育てができる環境構築を進めま

す。 

 

〇本村で暮らす全ての子どもが次代の担い手として、豊かな心を持ち、たくましく主体的に生き

る力を持った大人に成長することを目指します。 

〇子どもを取り巻く様々な環境の重要な一つである家庭は子どもの育ちの中心となる場所ですが、

保護者が子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるよう、地域や社会が支援

します。 

〇家庭・地域などが、子育ての重要性に対する関心や理解を深め、連携しながら豊丘村全体で、

健全な次世代が育つ環境づくりを進めます。 

 

「子ども・子育て支援豊丘村行動計画」は、全ての子ども達の最善の利益が尊重され、子どもの

成長を通して喜びを感じながら、家庭や地域のみんなが共に成長することを目指します。子ども

が健やかで元気に成長できるよう、家庭や地域・学校・保育園・行政などが、子どもが何を求め

ているのか、子どもにとって何が必要なのかを考え、望ましい子育て社会を構築していけるよう

に策定する子育て計画です。そして、その子ども達を育てる父親・母親や、これから子供を産み

育てる次世代の親が、子育てに対する喜びを実感することができ、また、子育ての意義について

理解を深めることができるように地域全体で支援していきます。 
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２ 計画の基本施策 

 

子育ち・子育てをみんなで支え合い、子どもが健やかに育っていける地域社会を築いていく

ためには、各家庭をはじめ、地域・事業所・行政など全ての主体がそれぞれの立場で役割を果た

し、連携協力して取り組む必要があります。このため第二期計画に引き続き、次の 6 つの基本施

策を掲げ、各種事業を展開していきます。 

 

１ 子ども・若者の権利を尊重する社会の推進 

現代のネット環境等、子どもを取り巻く環境が複雑多様化している社会で、子どもが安全に

安心して、自分らしく心豊かに育つために、保育園・学校・家庭・地域での人権教育を推進し、

一人一人の権利を尊重する社会の構築を推進します。また、子どもの健全な成長発達と社会性・

自立性を育み、自立した生活を築くことができるよう、それぞれの能力に応じて最善の利益を

優先して考慮し、子どもが自ら育つ力を大切にする取り組みを進めます。 

 

２ 安心して子育てのできる社会の仕組みの構造 

就労形態や就労時間が多様化している現代、保育ニーズも多様化しています。仕事をしな

がら子育てをしている人への支援として、様々な保育サービス・放課後児童クラブ等の更な

る充実に努めていきます。また、男女共同参画意識を醸成することで、家族皆が喜びをもっ

て子育てをできるよう環境づくりを進めます。 

 

３ 子育て家庭を支える地域の環境の充実 

保育ニーズの多様化への対応と共に、男女共に家庭と仕事が両立（ワーク・ライフ・バラ

ンス）できる職場環境の確立を目指し、社会全体で子育て家庭を支えていきます。また、育

児の孤立化を防ぐように相談体制の強化や子育て家庭同士の交流、子育て力強化等の支援が

必要です。子どもや子育て家庭を地域ぐるみで支えていけるよう、子育て支援に関する地域

活動の支援や子育て相談・交流を促進し、地域全体での子育て意識の向上を図ることにより、

子どもが笑顔で育つ環境づくりを推進します。 

 

４ 質の高い教育・保育の総合的な提供 

子育て家庭の孤立化を防ぐために、集える場所の確保、成長に必要な集団生活の経験がで

きる就学前教育・保育の充実が求められています。次世代の担い手である子どもの「生きる

力」を総合的に育てる義務教育の充実に努めます。また、家庭教育力の向上を図るために、

子どもの健やかな育ちのために親子で向き合う時間を大切にできるよう働きかけます。豊丘

村の豊かな自然の中で、村を愛する心を育むために社会全体で応援していきます。 
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５ 子どもの健やかな成長に向けた総合的な支援 

  全村運動「早寝・早起き・朝ごはん」を推進し、元気で意欲的に生活できるように家庭へ

の啓発を行います。すべての子どもの健全育成を目指し、要保護児童対策を強化し、児童虐

待や育児放棄等の発生予防・早期発見対応に努めます。また、ひとり親家庭の自立支援、発

達に支援の必要な子どもとその家庭への支援、障がいのある子どもの支援、外国人等の子ど

もや家庭への総合的な支援体制の充実を推進します。青少年の健全育成は地域社会から育む

という観点にたち、関係機関が一体となって支援体制の充実を推進します。 

 

６ 子どもと若者、子育て家庭にやさしい切れ目のない環境の整備 

安心して妊娠・出産のできるよう、相談・支援体制を充実します。安心して遊べる環境等、

子育てに適した生活空間の整備を推進します。親が主体的に子育てや、子どもの健康づくり

に取り組んでいけるよう支援を行います。子どもの安全を守る環境づくりとして、遊び場の

確保、医療機関の連携等の強化を推進します。また、若い世代が社会的に自立し、家庭を持

つため子育ての楽しさを経験する体験等の支援の充実を推進します。 
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第４章 支援計画と施策の展開 

【 新計画の施策体系 】 

「基本理念」 「基本目標」              「基本施策」 

          

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                          

                                              

        

                           

 

 

 

                       

 

 

 

 

                         

          

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

１ 子ども・若者の権利 

を尊重する社会の推進 

２ 安心して子育てできる 

社会の仕組みの構造 

３ 子育て家庭を支える

地域の環境の充実 

（１）人権教育を充実し、豊かな心と思いやりの

気持ちを育む取り組み 

（２）子ども、若者が社会的活動に参加する機会

の充実 

（１）家庭の実情に合った子育て支援の充実 

（２）男女共同参画意識の醸成 

（１）仕事と家庭が両立できる職場環境への取り

組みの推進 

（２）地域の子育て支援のしくみ 

（３）地域力を活用した子育て支援 

４ 質の高い教育・保育の

総合的な提供 

（１）就学前教育や保育の充実 

（２）義務教育の充実 

（３）家庭教育力の向上 

（４）郷土愛を育てる取り組み 

５ 子どもの健やかな成

長に向けた総合的な

支援 

（１）子どもの基本的な生活習慣 

「早寝・早起き・朝ごはん」の取り組み 

（２）児童虐待や要保護児童対策の強化 

（３）ひとり親家庭の自立支援 

（４） 発達に配慮が必要な子どもとその家庭への 

支援の充実 

（５）障がいのある子どもへの支援体制の充実 

（６）外国人等の子どもや家庭への総合的な支援

体制の充実 

（７）青少年の健全育成 

６ 子ども・若者、子育 

て家庭にやさしい 

切れ目のない環境 

の整備 

（１）安心して妊娠・出産できる環境づくり 

（２）子育てに適した生活空間の整備 

（３）子どもと親の健康を守る取り組み 

（４）子どもの安全を守る環境づくり 

（５）若い世代が社会的に自立し、家庭を持つた

めの支援の充実 

子
ど
も
の
育
ち
を
皆
で
支
え
合
う 

あ
た
た
か
い
村 
と
よ
お
か 
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１ 子どもの権利を尊重する社会の推進 

基本施策（１）人権教育を充実し、豊かな心と思いやりの気持ちを育む取り組み 

 子どもを取り巻く環境が複雑多様化している現状を踏まえ、子どもが安全に安心して生きる、自分

らしく生きる、豊かに育つために、保育園・学校・家庭・地域での人権教育を推進し、地域社会がお互

いに権利を守り、守られるという観点から、全ての人が権利を尊重する意識に努めます。 

◇ 具体的な事業・施策 

事 業 取 組 み 内 容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 人権に関する教

育の推進 

〈子ども課〉 

〈教育委員会〉 

〈小中学校〉 

 

子どもたちが自分の大切さとともに、他者の大切

さも学び、認められていることを実感できるような

環境づくりを保育園・家庭・小中学校・地域での、あ

らゆる教育の場で進めていきます。 

・ 人権教育の推進 

（人権教育の充実・思いやりの教育） 

各教育機関

での実施 
継続実施 

② 幼児期からの男

女平等の意識の

啓発 

〈子ども課〉 

〈教育委員会〉 

〈小中学校〉 

すべての人が男女の特性を考慮しつつ、性別に関

わりなく、その個性と能力を発揮できる社会の実現

に向けて、子どもの頃からの男女平等教育の推進を

図ります。 

・ ジェンダー教育に関する図書等の利用促進 

・ 一人ひとりの個性を生かす生活指導等の実施 

・ 制服の自由選択（中学校） 

保育園・学

校での実施 
継続実施 

③ いじめ防止に関

する取組み 

〈子ども課〉 

〈教育委員会〉 

〈小中学校〉 

 子どもたちが、豊かな人間関係を築き、互いに相

手を尊重し合い、安心して生活し、学ぶことができ

る環境を実現するため、保育園・小中学校・家庭・地

域等が主体的かつ相互に連携して、いじめ防止に取

り組んでいきます。 

保育園・学

校での実施 
継続実施 

 
 

 

 

基本施策（２）子ども・若者が社会的活動に参加する機会の充実 

 子どもの健やかな成長には、一人ひとりの子どもが自尊感情を高めつつ、様々な場面で具体的な態

度や行動に表すことができる人に成長することが求められます。 

 子ども、若者が人の権利や気持ちに配慮でき、保育園・学校・家庭・地域社会の構成員としての役割

を果たすことができるよう、学校や地域においてボランティア活動など、子どもの自主的活動を支援し

ます。また、地域で子どもが伸び伸びと安全で安心して過ごすことができる社会をつくるためには、地

域の大人たちの協力と子どもとのふれあいが大切であり、あらゆる機会を通じて、豊かなふれあい体験

に努めます。 
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◇具体的な事業・施策 

事  業 取 組 み 内 容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 自発的活動、体験

活動の充実 

〈子ども課〉 

〈教育委員会〉 

〈総務課〉 

〈小中学校〉 

 

 

児童・生徒が社会の一員として自立し、積極的に

関わろうとする態度を身につけていくことができ

るよう社会参加に関する体験を推進していきま

す。また、児童・生徒がそれぞれの特技を活かせる

機会の提供など、活動を通じて子ども達の自主性・

主体性の育成を図ります。 

・子ども会、育成会活動への支援 

・総合的な学習の時間 

（農業、福祉体験・職場体験学習） 

・人材育成事業 

地区育成会

活動 

 

農業生産者

団体との交

流・体験 

 

 

継続実施 

 

助成金の適

正化の検討 

② 地域で子どもを

見守る活動の推

進 

〈子ども課〉 

〈教育委員会〉 

 

 

子どもは地域で学び地域で育つという重要な側

面を持っていることをふまえ、子どもたちと異世

代、異年齢間の方との交流とその充実に努めます。 

・地域の人材を活用した教育活動の推進 

・地域密着型のスポーツクラブの支援 

（豊丘総合型地域スポーツクラブ、公民館少年ス

ポーツクラブ助成） 

・登下校時における児童の安全確保 

（子どもを守る安心の家・防犯パトロール活動の

実施・信州あいさつ運動の実施） 

地域行事へ

の参加 

 

防犯パトロ

ール実施 

継続実施 

 

 

 

２ 安心して子育てできる社会の仕組みの構造 

基本施策（１）家庭の実情にあった子育て支援の充実 

 就労形態や就労時間が多様化している現在、子育てをしながら安心して働き続けるためには、

平日の保育だけでなく、その家庭の状況に合わせた保育ニーズがあり、延長保育や、病児・病後

児保育及び学童保育など、多様な保育サービスの確保に向けた取り組みを推進します。また、人

間形成の基礎を培う乳幼児期は、子どもの成長に大きな影響を及ぼすことから、保育環境はもち

ろんのこと、保育内容の質の向上も重要であり、また子育て家庭への支援や地域子育て支援を実

施するなど子育て支援の充実と施設整備を図る中で、関係機関の連携強化、安心安全な保育に努

めます。 
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◇具体的な事業・施策   

事 業 取 組 み 内 容 
目標事業量  

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 未満児保育 

〈３保育園〉 

保育室の整備、保育士の厚労省基準人数を配

置し、保育内容を充実させていきます。 

91 人 

（３箇所） 

85 人 

（３箇所） 

② 延長保育事業 

〈３保育園〉 

保育園入所児童を対象に午前８時前・午後４

時以降の保育を行います。利用保護者の就労時

間に合わせた保育を行います。 

134 人 

（３箇所） 

145 人 

（３箇所） 

③ 一時保育事業 

〈北保育園〉 

未就園児等を対象に一時的な預かり保育事業

を実施し、子育て家庭への支援を図ります。 
１箇所 １箇所 

④ 特定保育事業 

〈子ども課〉 

保護者の就労形態の多様化に対応した保育事

業の実施（週に３日程度）により子育て家庭への

支援を図ります。 

一時保育事業で対応 

⑤ 休日保育事業 

〈子ども課〉 

０歳から18歳未満の子どもを対象に、保育園・

学校等の休日に就労等をしている保護者のニー

ズに対応し、村内施設に保育を委託することで

子育て家庭への支援を図ります。 

子育て短期支援事業で対応 

(慈恵園) 

   （風越福祉会） 

⑥ 夜間保育事業 

〈子ども課〉 

０歳から18歳未満の子どもを対象に、夜間（午

後５時～10 時）に就労等をしている保護者のニ

ーズに対応し村内施設に保育を委託することで

子育て家庭への支援を図ります。 

子育て短期支援事業で対応 

(慈恵園) 

（風越福祉会） 

⑦ 病児・病後児

保育事業 

〈子ども課〉 

12 歳までの子どもを対象に、病児・病後児に

保護者が付き添えない場合の保育事業を、定住

自立圏協定の中で飯田市健和会病院内での実施

により子育て家庭への支援を図ります。 

近隣町村との話し合いをしながら、北部地区

でのあり方を検討していきます。 

 

1 箇所 

（おひさまはるる） 

⑧ 保育サービス

に関する積極

的な情報提

供・発信 

〈子ども課〉 

窓口や広報誌等による保育サービスについて

の情報提供を充実します。 

・子育て支援センターのパンフレット・子育てサ

イトにて情報提供。 

・入園手続説明会において情報提供 

・広報誌の子育て支援コーナーの活用 

 

1 箇所 

 

１箇所 

⑨ 放課後児童健

全育成事業 

 〈教育委員会〉 

放課後の家庭での保育に欠ける小学生を対象

に、利用児童が安全に安心して生活できるよう

に活動内容の充実や、定員について検討するな

ど、受け入れ体制の整備を推進していきます。 

 

171 人 

（２箇所） 

 

 

150 人 

（２箇所） 
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⑩こども誰でも通

園制度 

子育て家庭における孤立感や不安感を軽減

し、すべての子どもの育ちを応援することを目

的とします。就労要件問わず、月一定時間までの

利用可能枠の中で柔軟に利用できます。 

検討中 必要に応じて

実施 

 

基本施策（２）男女共同参画意識の醸成 

 「豊丘村男女共同参画プラン」に沿って、男女平等社会を「男女の特性を生かしつつ、基本的

な人権が尊重される社会」と位置づけ、男女がそれぞれ自分らしく生きるとともに、お互いの人

権を尊重しあうことの大切さをあらゆる機会を通じて村民に啓発します。 

「子育ては女性が中心」という考え方が根強い中で、子育ての肉体的、精神的負担は、共働き

非共働きに関わらず女性に偏っている現状があります。男女が共に仕事や社会参加から中断され

ないよう、働きやすい環境を阻害する仕事優先の意識や、固定的な性別役割分担意識等の職場に

おける慣行、その他の諸要因を解消するための施策を関係機関と共に検討します。 

 父親の子育てへの関わりは、子どもに喜びを与えるだけでなく、母親の心身の負担や不安を軽

減し、さらには地域の子育ての力を高めます。子育てに男女で関わることの楽しさと必要性につ

いて積極的に啓発を進めます。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取 組 み 内 容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 男女共同参画セミ

ナー開催 

〈教育委員会〉 

 

すべての人が家庭・地域・職場等において、

男女共同参画の視点で見直すよう広報、啓発活

動の取り組みをより一層進めます。 

・男女共同参画推進講座や講演会の開催 

・広報等により男女共同参画社会実現に向け

た啓発 

学習会 

年１回 
継続実施 

② 特別企画親子交流 

〈子ども課〉 

子育て支援センターなどにおいて親子交流

の場づくりをし、男女共同による子育て意識の

普及、育児への父親の積極的な参加を促進させ

ていきます。 

実施回数 

年３回 

回数内容を

検討しなが

ら実施 

③ 親子ふれあいあそ

び 

〈子ども課〉 

 

育児を楽しむという観点から、親子ふれあい

あそびを行うなど、子育てを奨励する活動の企

画をしていきます。 

保育園 

年各３回 
年各３回 
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３ 子育て家庭を支える地域の環境の充実 

基本施策（１）仕事と家庭が両立できる職場環境への取り組みの推進 

 社会全体で行う子育て支援の必要性が求められています。男女問わず仕事と子育ての両立（ワ

ーク・ライフ・バランス）を図り、生産性を向上させることが、個人の働きがいの向上、企業価値

の向上につながると考えられます。特に女性にとっては「結婚・出産」というライフイベントに

あたり、仕事と子育ての両立について不安を抱く場合が多いため、その不安を解消し、一人ひと

りがその能力を持続して発揮できるよう、産前産後休暇や育児休業の取得、労働時間の短縮等、

男女が子育てと仕事が両立できる職場環境の確立を目指し、事業主や企業に対する啓発活動を推

進します。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取 組 み 内 容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 労働者・事業者・地域

住民等の意識改革を

推進するための広

報・研修・情報提供等 

〈子ども課〉 

すべての人が互いの人権を尊重し合える

家庭環境を作れるような施策の推進や、地域

住民に向けて、子育て支援の必要性を広報啓

発するための情報提供・発信の充実をしてい

きます。 

チラシ・広

報の配布 

村内企業に

協力の呼び

かけ 

② 利用者の立場に立っ

た多様な保育事業の

充実 

〈子ども課〉 

利用保護者の就労形態の多様化に対応し

た保育事業の充実を図ります。 

・一時保育事業（北保育園にて実施） 

・延長保育事業（３園にて実施） 

・病児、病後児保育事業《再掲》 

一時保育 

年延人数

207 名 

延長保育 

月実数 

134 名 

病児保育 

年延人数

12 名 

継続実施 

 

 

継続実施 

 

 

継続実施 

 

 

 

基本施策（２）地域の子育て支援のしくみ 

 育児の孤立化による児童虐待の増加が社会的な問題となっていますが、本村においても核家族

化が徐々に進み、保育園に入園する前の児童について、家庭において一人で悩み、不安を感じな

がら子育てしている母親も多くなっています。少しでも子育ての不安感を軽減させるために、親

子が気軽に集まれる場所の提供等、今後も子育て支援センターの活動の充実を図ります。 

 育児に不安や悩みを持っている母親に対し、子育て支援センターの子育て支援専門員が相談に

応じアドバイスをしていますが、今後も地域子育て相談機関として、利用者が気軽に利用できる

相談体制を整備します。また、今後の相談ニーズに対応して、利用者支援専門員のレベルをアッ

プするなど、利用者支援事業の充実を図ります。 
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◇ 具体的な事業・施策 

事 業 取 組 み 内 容 
目標事業量  

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 豊丘村こども家

庭総合支援拠点 

〈子ども課〉 

 

 

妊産婦から 18 歳までのこども及びその家

庭の皆さんの相談窓口です。支援の専門性を

持った相談員がチームで取り組みます。相談

活動について今後も村民に対して、積極的な

ＰＲを実施していきます。 

1 箇所 

1 箇所 

（R7 年度～

こども家庭セ

ンター設置） 

② 年齢別親子広場 

ココベビークラス・

なかよしチャレンジ

クラス  

〈子ども課〉 

乳幼児の年齢に合った活動を取り入れ計

画し、親子で活動する事の楽しさや活動する

子どもの姿をみんなで認め合いながら行っ

ていきます。また、親子広場が親同士の交流

の場となり、子育て中の大変さをお互いに共

有しながら、孤立化を無くしていきます。 

対象参加者率 

84％ 

対象参加者率 

80％ 

③ 子育てサークル 

「このゆびとまれ」 

  〈子ども課〉 

子育て中のママと子どもが集まって一緒

に遊び楽しい時間を過ごす事を目的として

います。ママ達がやりたい事を出し合って、 

年間計画を作成しサークル代表者を中心に

活動をします。サークルが円滑にできるよう

サポートをしていきます。 

 

年 11 回 

R６年度 

参加親子 

18 組 

 

年 11回 

参加親子 

10 組 

④ 子育て支援員に

よる５か月半児

訪問 

 

〈子ども課〉 

 母親の顔を見ながら、産後の体調や子育て

の話、お子さんの成長の様子を共有して母親

の心に寄り添ったサポートを行っていきま

す。マザーズフラワーを持って訪問します。 

子育て支援員の顔を知っていただくきっか

けを作り、良い関係の中で子育てができる環

境を作っていきます。 

R５年度から 

訪問した家庭

76 家庭 

 

継続実施 

 

⑤ 子育て世帯訪問

支援事業 

〈子ども課〉 

親子交流広場などで気になる家庭、支援を

必要とする家庭に、子育て支援員が家庭訪問

を行い、相談、支援をして育児不安の軽減を

していきます。 

希望者に対し 

実施 

10 人 

希望者に対し

実施 

10 人 

⑥ 産前産後支援事

業 

こども１人に対し 

て 1,000 円×10 枚

を発行 

〈子ども課〉 

妊産婦さんから 12 か月までのお子さんの

いる家庭へ産前産後の母親のサポートに要

する費用の助成をします。サポートする方が

利用者の家にお伺いし、育児、家事のサポー

トを行います。（２事業所に委託） 

母親が産前産後の大事な時期を無理なく過

ごせるように事業をすすめていきます。 

R５年度から

の利用者数 

14 人 

継続実施 
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⑦ 保育園園開放・

交流保育 

〈保育園〉 

入園前の親子が保育園の環境を経験する

ことで、園児との交流も含め児童も保護者も

入園に対して安心できるよう継続して実施

していきます。 

年 12 回 

（３保育園） 

年 12 回 

（３保育園） 

⑧ ファミリーサポ

ートセンター事

業 

〈子ども課〉 

子育て家庭（18 歳以下の子ども）の不定期

な保育ニーズに添った保育事業の実施によ

り子育て家庭への支援を図ります。 

子育て短期支

援事業で対応 

子育て短期支

援事業で対応 

⑨ 地域子育て支援

拠点 

子育て支援サー

ビス情報の一元

的な把握、利用

者 への 情 報提

供・発信・利用者

支援事業と一体

的な運営 

〈子ども課〉 

妊娠期のご家庭から未就園児のお子さん

とそのご家庭の方の交流の場の提供、相談や

援助、子育て支援に関する講習会、子育ての

情報提供・発信ができるよう一層強化してい

きます。 

・子育てサイト「とよおかミテミ」 

・パンフレット等、未就園児のいる全世帯に

配布、全村組合回覧 

・広報等の子育て支援コーナーの充実   

・子育て等に関する相談。必要に応じたアウ

トリーチによる支援。 

実施 継続実施 

⑩ 出産祝金の支給 

１人につき 

100,000 円 

 

〈健康福祉課〉 

 出産された方に祝金を支給しています。 

対象保護者には、少子化対策として有効です

が、村の今後の財政状況を考慮しながら検討

していきます。 

＊支給日から３年以内に村外へ転出された

場合は、その全額を返還していただきます。 

令和５年度 

43 名に支給 
継続実施 

⑪ 子育て支援パス

ポート事業 

 

〈子ども課〉 

 

子育て世帯に対し、経済的負担を軽減し、

地域全体が子育てに対して温かいまなざし

を持って子育て世帯への支援をしていきま

す。（高校 3 年生まで） 

長野県公式 LINE を活用したながの子育て家

庭優待パスポートの電子化移行の予定。 

1,056 人 

（570 世帯） 

 

継続実施 
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基本施策（３）地域力を活用した子育て支援 

 核家族化が進み、子どもが高齢者と接する機会は以前より少なくなっています。子どもの健全

な成長には様々な年代の人との交流が大きな意味を持つことから、継続して世代間交流の機会を

持つ必要があります。 

具体的な事業・施策 

事 業 取 組 み 内 容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 地域の高齢者と

の世代間交流 

〈子ども課〉 

高齢者クラブや各地区のサロンによる交流

を行い、世代間交流を充実させていきます。 

 

年８回 

 

継続実施 

② 農産物生産者と

の交流 

〈子ども課〉 

〈小学校〉 

子ども達が村の農産物生産者の方から、お

話を聞いたり、実際に収穫をさせてもらった

りする体験活動を行っていきます。また、保育

園への指導をお願いしたり、子どもたちが一

緒に作業をしたりするなど交流をしていきま

す。 

年４回 

３保育園 

継続実施 

年数回 

③ 郷土食を通した

交流     

〈中学校〉 

生徒が郷土食を地域の方の指導で作り、お

いしく食べて、郷土を愛する心を育てていき

ます。 

年２回 年２回 

④ 中学生と保育園

児との交流 

〈子ども課〉 

〈中学校〉 

中学校の家庭科の授業で、中学生と保育園

児が一緒に遊んだり、子どもや子育てについ

て中学生が学んだりする交流事業を行ってい

きます。 

 

継続実施 

  

 

継続実施 
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４ 質の高い教育・保育の総合的な提供 

基本施策（１）就学前教育や保育の充実 

 子育て中の母親が、身近に話し相手がいない、遊び場に出かけられない、などの理由での子育

て家庭の孤立化を防ぐために子育て家族が集える場所を確保します。また、少子化が進む中で、

子どもたちの育ちに必要な集団生活の経験を積むことが出来る就学前教育・保育の充実が求めら

れています。こうしたことから、人間形成にとって最も重要なこの就学前の時期に、子どもが現

在をもっとも良く生き、生命（いのち）の尊さやつながりの大切さを学ぶ場として、関係機関が

連携して「もっともふさわしい生活の場」としての保育環境づくりと保育内容の充実に努めます。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取 組 み 内 容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 保育料軽減事業 

〈子ども課〉 

 

国及び県の軽減に加え、同時入所第２子

が未満児の場合の減額、３歳以上児無償、

給食費全額補助など、子育て家庭に対する

経済的負担軽減をします。 

軽減額 

年 2,700 

（千円） 

情勢を考慮し

ながら実施 

② 保育園・小学校・家

庭・地域との連携 

〈子ども課〉 

〈小学校〉 

教育・保育施設及び子育て関係機関の連

携を図り、保小連絡会で互いの教育の理解

を深めるなかで、活動内容等の充実を図り

ます。 

保小連絡会 

年６回 
継続実施 

③ 子育て家庭への手当

の支給、医療費の助

成 

〈健康福祉課〉 

〈教育委員会〉 

 

子育て世帯に対し、子育ての経済的負担

を軽減し、安心して出産し、子どもが育て

られるよう、手当の支給、医療費の助成を

行います。 

・児童手当の支給 

・福祉（乳幼児）医療給付事業 

児童手当 

年 128,600

（千円） 

 

福祉医療給

付金実施 

 

 

 

継続実施 

 

 

基本施策（２）義務教育の充実 

 次世代の村の担い手である村の子ども達が、確かな学力や豊かな心、健康や体力などの「生き

る力」を身につけ、夢や希望の実現に向けて努力していく事ができる教育を総合的に推進し、子

どもの状況に応じたきめ細やかでゆとりと潤いのある教育の充実に努めます。 

 基礎学力の強化を中心に、きめ細やかな個別指導やグループ指導、繰り返し指導などを行うた

めの少人数学習やＴＴ（ティームティーチング）学習の推進などにより、学習効力を高め、基礎

学力を向上させる支援を行います。 

不登校やいじめなど子どもを取り巻く社会環境は複雑化しており、またその子どもの家庭環境

の問題も大きく関係しています。その解決のために、多様な機関の有機的な連携による心理面へ

のケアを推進します。 
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◇具体的な事業・施策 

事 業  取 組 み 内 容 
目標事業量  

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 小中学校少人数学

習指導の充実 

〈小中学校〉 

  

一人ひとりの学習を保障し、基礎的・基本

的な学習内容を確実に定着させるとともに、

落ち着いた生活が送れるように、集団適応指

導や学び方の指導を実施します。 

30 人学級制 継続実施 

② 新入学児童ランド

セル購入補助 

〈教育委員会〉 

新入学児童に対し、村からの入学祝の意味

合いも含めて、ランドセルを統一購入し、保

護者の負担軽減と品質の統一を図ります。 

購入補助金額

年 1,165 

（千円） 

23,300 円×50 人 

継続実施 

③ 中学生通学かばん 

〈教育委員会〉 

中学校入学時に、村からのお祝いの意味合

いも含めて、通学かばんを贈呈します。 
全生徒対象 継続実施 

④ 中学生検定費補助

〈教育委員会〉 

生徒の英語力向上と学習意欲の向上のた

めに、検定費を全額補助します。 
全生徒対象 継続実施 

⑤ 奨学金返還助成 

〈教育委員会〉 

若者支援の観点で、前年度に払った金額の

１/２を補助します。 
申請者に補助 継続実施 

⑥ 高校生通学費補助

〈教育委員会〉 

様々な授業形態で通学する全ての高校生

に対し電車やバス等の公共交通機関にて通

学にかかる通学定期費用を 1/2 補助します。 

申請者に補助 継続実施 

⑦ ICT 教育推進事業 

〈教育委員会〉 

〈小中学校〉 

教育環境充実のため、学習用ソフトウェア

の研究・購入を行い、ICT 教育の充実を図り

ます。 

デジタル教科

書導入、電子

黒板利用など 

継続実施 

⑧ 外 国 語 指 導 助 手

（AET）配置 

〈小中学校〉〈保育園〉 

保育園児・小中学校の児童・生徒が生の英

語に接し、英語表現力の向上を図ります。 

中学校週３回 

小学校週 1 回 

保育園年３回 

継続実施 

⑨ 学校図書の充実 

司書教諭の配置 

〈小中学校〉 

  

家庭や地域における子どもの読書活動の

推進や、各学校図書館の蔵書の増冊及び整理

により、子どもが読書に興味を持てる機会の

提供をします。 

南小学校１名 

中学校１名

（北小兼任） 

継続実施 

⑩ 誕生日本贈呈事業 

〈保育園〉 

〈小中学校〉 

保育園・義務教育を合わせ、12 年間で 12

冊の本を誕生月に贈呈し、心豊かな人間形成

に役立てていきます。 

対象年齢児童 継続実施 

⑪ 校外活動旅費助成 

〈小中学校〉 

 

 

小中学校の校外学習活動に対して助成す

ることで、保護者の負担軽減・児童生徒の円

滑な行事参加につなげると共に、社会性を身

につけ生きる力を育てます。 

 

３校に応じた

助成費用 
継続実施 
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⑫ 道徳教育の充実 

  〈小中学校〉 

 

体験活動や地域行事への参加を通し「心の

教育推進活動」「豊かな心を育む活動」等、

心に響く道徳教育を推進していきます。 

小中学校授業

で実施 
継続実施 

⑬ スクールカウンセ

ラー派遣事業 

 

〈小中学校〉 

 

心に悩みを持つ児童生徒及び保護者、教職

員を対象に、精神医学、心理学等の専門的視

野からの指導・助言を受け、生徒指導に関す

る教職員へのアドバイスにより、多角的な指

導が行えるよう支援していきます。 

３校を巡回 

月１回 

臨床心理相談

は適宜 

継続実施 

⑭ 心の教室相談員配

置事業 

〈中学校〉 

 

心に悩みを持つ中学生への相談・指導・助

言、不登校傾向等の生徒の悩み相談、その家

庭への訪問、相談等幅広く支援し、内容を充

実させて実施していきます。 

相談員１名 

常勤 
継続実施 

⑮ 特別支援員の配置 

  〈小中学校〉 

発達の支援が必要である児童・生徒にきめ

細やかな教育が提供できるように、適切な指

導を充実します。 

小中学校特別

支援員 3 名 
継続実施 

⑯ 教育相談・適応相

談の充実   

〈教育委員会〉 

〈子ども課〉 

児童、生徒とその家族を対象に「主任教育支

援員」や「公認心理師」、「子育て支援専門員」

による、電話相談及び家庭訪問等による相談

支援を行います。また、必要に応じて専門機

関へつなげます。 

必要によって

随時 
継続実施 

⑰ 要保護児童対策地

域協議会 

〈子ども課〉 

〈教育委員会〉 

要保護児童を対象に地域協議会を年に 1

回、要保護児童対策地域協議会実務担当者会

を年５回実施し、関係機関と連携しながら、

的確で迅速な支援を行うための体制を整備

していきます。 

担当者会議 

年５回 
継続実施 

⑱ 地域と学校の連携

による多様な体験

活動の推進 

  〈小中学校〉 

中学生の職場体験学習や、小学生の社会見

学等を実施し、夢や希望の実現に向けて努力

していくことができるような教育を支援し

ていきます。 

３校総合学習

費として支援

実施 

 

継続実施 

⑲ 心身の健康保持や

増進させるための

健康教育の推進 

  〈小中学校〉 

引き続き全村あげての「早寝・早起き・朝

ごはん」運動への取り組みにより、子ども、

保護者共に生活習慣への関心を高め、健康生

活を見直していけるようさらに内容の充実

に努めていきます。 

生活リズム改

善委員会 

年２回 

継続実施 

⑳ 地域・家庭・学校と

の連携による、特

色ある学校づくり

の推進〈小中学校〉 

３校 PTA や、地域の方々と学校が連携し、

地域の祭りや伝統文化を題材にした特色あ

る学習活動や、学校づくりを推進していきま

す。 

伝統行事等に

合わせ実施 
継続実施 
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基本施策（３）家庭教育力の向上 

 幼少期は、子どもが生涯にわたる人間形成にとってきわめて重要な時期であり、現在と未来を

つなげる橋渡しの時期です。こうしたことから、多様な人と触れ合うこと、自然と親しむことな

どの体験が減少している現在においては、保育園・学校等はもちろん地域社会が子育て家庭に対

して、積極的にこれらの活動を行うことが求められています。一方、子育て家庭では、両親が子

どもの自立に向けて、意欲の基盤をしっかり築くため、親子で向き合う時間を大切にできるよう、

親が子育てを日常的に実践できる環境を整えることが必要です。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取 組 み 内 容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 豊かな交流体験を

通した非認知能力

の育成と家庭教育

力の向上 

〈子ども課〉 

〈教育委員会〉 

 

幼少期から多様な文化や人と触れ合い、自

立に向けて、意欲の基盤をしっかりと築いて

いけるよう支援していきます。 

・演劇会、音楽会等の実施 

・ブックスタート（１歳児に絵本贈呈） 

・２、３歳児誕生日本配布（～中３まで） 

・各家庭における健康的な生活習慣、運動習慣

づくり（早寝・早起き・朝ごはん・外遊び） 

・ＡＬＴこども英語教室（３保育園） 

実施 継続実施 

㉑ 教員の能力や実績

に応じた適正な評

価、配置、処遇、研

修〈教育委員会〉 

教員の資質、能力向上のための研修や支援

等を推進していくため、県教育委員会からの

指導を中心に実施していきます。 

 

実施 継続実施 

㉒ 保育園と小学校の

連携体制の構築 

  〈保小連絡会〉 

双方の職員による授業参観、懇談会を行い

子どもの様子等を話し合い、個々の子どもに

合った支援につなげていきます。 

保小連絡会 

年間６回 
継続実施 

㉓ 教育活動・教育環

境の充実 

  〈小中学校〉 

ＰＴＡ主催による教育講演会を開催する

など、保護者の意識向上につながる活動の充

実を図っていきます。 

年間２回 継続実施 

㉔ 特別支援教育就学

奨励費支給 

  〈小中学校〉 

小中学校の特別支援学級に在籍する児童・

生徒の保護者に対し、給食費等の一部を援助

します。 

 

実施 

 

継続実施 

㉕ 中学校部活動支援 

〈中学校〉 

 

生徒の希望に応じた部活動が行えるよう、

また参加費、バス代を補助し保護者の負担が

軽減されるよう、社会スポーツ支援の充実を

していきます。 

 

実施 

 

継続実施 

㉖ 小学校クラブ活動

の充実〈小学校〉 

それぞれの学校の特性を生かした活動を

実施できるよう支援の充実を図ります。 
実施 継続実施 
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② 日常生活力の訓練

事業     

〈小中学校〉 

〈教育委員会〉 

小学生に対して、学年に応じた社会参加に

関する体験を推進し、自立を促します。 

・防災訓練教室の実施 

ジュニア防

災学 

全 25 名 

継続実施 

 

③ 子どもを事故や危

険から守る取組み 

〈子ども課〉 

〈小中学校〉 

〈健康福祉課〉 

  

子どもの事故防止や、家庭看護についての

啓発を行っていきます。 

・通園・通学危険個所要望書提出 

 （保育園保護者会・学校 PTA） 

・保育園交通安全教室 

・乳児健診での指導 

（誤飲・火傷・室内外危険等） 

通学危険個

所要望書提

出 年１回 

 

継続実施 

 

基本施策（４）郷土愛を育てる取り組み 

河岸段丘を中心に豊かな自然に恵まれた豊丘村。子どもたちが自然に対して豊かな感受性を持

ち、豊丘村の自然を美しいと感じ、そこに生きる生物たちと触れ合ったり、畑づくりから収穫ま

での自然体験活動をしたりするなど、豊丘ならではの活動を通して、地域とそこに住む人々の温

かさと優しさを実感できるような取り組みを推進していきます。 

豊かな自然環境の中で子どもが生まれ育つ喜びや、豊丘村を愛する心を育むために、地域全体

で応援していきます。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取 組 み 内 容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 体験隊活動 

〈保育園〉 

村内の名所旧跡を訪れ村の昔話に触れたり、

子ども自身が案内役となったり、知っているこ

とを皆に紹介する等、体験隊活動に主体的に関

わることで、成功体験を持たせ、郷土愛を育ん

でいけるよう活動を充実させていきます。 

 

保育園ごと

実施 

内容を検討

しながら 

継続実施 

② 村の次代を担う意

識づくりの推進 

 〈教育委員会〉 

〈子ども課〉 

 

小学生・中学生・高校生に地域の歴史に触れ

る機会の提供や、伝承継承活動支援を行い、地

域活動や村づくりに子ども達の意見を反映す

る仕組みを構築し、本村の次代を担う意識や郷

土愛を育成していきます。 

育成会活動

等を通して

実施 

継続実施 

③ 自然体験活動の機

会の充実、小中学

校の総合的な学習

活動補助 

〈小中学校〉 

〈教育委員会〉 

「生きた知識」や豊かな心を育てるため、地

域の方に教えてもらいながら、自然の中での体

験活動、伝統文化の継承活動などを自主的、自

発的な参加に基づいて活動していけるよう、支

援していきます。 

体験活動の

実施 
継続実施 
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④郷土食を通した交流 

 〈子ども課〉 

〈小中学校〉 

郷土食を地域の方の指導で作り、地域の方

との交流を図りながら、おいしく食べ、郷土

を愛する心を育てていきます。 

交流事業の

中で実施 

年 1 回 

内容を検討

し継続実施 

 

５ 子どもの健やかな成長に向けた総合的な支援 

基本施策（１）子どもの基本的な生活習慣「早寝・早起き・朝ごはん」の取り組み 

  子どもがきまり良い生活リズムを送り、心身共に健康な生活を送れることを目指し、全村民を対

象として、教育委員会を中心に「早寝・早起き・朝ごはん」運動に平成 18 年から取り組み実践して

います。生活リズムが整い、元気で意欲的に生活や活動できるようにするため、家庭への啓蒙を行

うとともに引き続き推進を図ります。 

◇ 具体的な事業・施策 

事 業 取り組み内容 
目標事業量  

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 生活リズム改善

委員会 

〈教育委員会〉 

   

 

 

教育委員会・役場・保育園・小中学校・保護者

会・ＰＴＡ・保健師・栄養士にて委員会を行い、

それぞれの取り組み状況を報告するなど、生活リ

ズムの意識の向上を図ります。 

・生活リズム週間実施、歯科保健指導、ネットト

ラブル防止教育など（小中学校） 

・健康な生活リズムを身につける取組み(保育

園）  

生活リズム 

改善委員会 

年２回 

継続実施 

② 早寝・早起き・朝

ごはん村民運動 

〈教育委員会〉 

〈小中学校〉 

〈保育園〉 

   〈子ども課〉 

村民運動としての取り組みの中で子どもたちの 

生活リズム改善である「早寝・早起き・朝ごはん」 

を実現し、心身ともに健康な人づくりを目指しま

す。日々の保育や教育の中で子どもたちに早寝、 

早起きの大切さを知らせ、意識の向上を図りま 

す。また、全村に向けて、朝食摂取の必要性を理 

解し、摂取できるように、広報誌等を通じて情報 

提供を図ります。保健衛生係で考案した朝食レシ 

ピを、中学生が実際に作った動画を村 CATV で紹 

介するなど、忙しい朝でも簡単で栄養たっぷりの

朝食づくりができるよう勧めていきます。 

・看板・横断幕・PR 看板やポスターを設置 

・生活リズム月間・向上旬間 

・夏休みこどもウィ－クスでの自習室開放 

・親子の読書ひろば開催 

・インターネット等利用状況アンケートの実施 

 

生活リズム

向上旬間 

年１回 

 

 

 

 

 

自習室開放 

延べ 7 日間 

利用者 12名 

 

春休み啓発 

          

継続実施 

 

 

 

 

 

 

 

継続実施 
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基本施策（２）児童虐待や要保護児童対策の強化 

すべての子どもの健全な心身の育成を図り、児童虐待のない村を実現するため、発生予防から早

期発見・早期対応・保護・支援・アフターケアに至るまで、切れ目のない総合的な支援体制の充実を

図ります。 

◇ 具体的な事業・施策                                

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 要保護児童対策地域

協議会・虐待防止ネ

ットワークの設置・

充実 

〈子ども課〉 

児童虐待の発生の発生予防から早期発見・

早期対応、アフターケアに至るまでの総合的

な支援を講じるため、子育て支援センターが

事務局となって児童相談所・福祉・医療・保

健・教育・警察など関係機関の協力体制を推

進していきます。 

（要保護児童対策地域協議会年１回） 

（実務担当者会 年５回） 

（ケース検討会議 随時） 

１か所 継続実施 

② 母親の育児不安や虐

待・いじめ等に関す

る相談体制の整備 

〈子ども課〉 

子育て家庭の育児不安、子育ての悩みに 

ついては、子育て支援センターを中心に 

電話や窓口・訪問相談を実施し、対応を 

行っています。今後もより一層の相談体 

制の充実を図ります。 

・保育園・子育て支援センター等相談事業 

・臨床心理士個人相談事業 

子育て支援

員・臨床心

理士・保育

園長が随時

対応 

継続実施 

③ 要支援乳幼児家庭の

把握 

〈健康福祉課〉 

〈子ども課〉 

乳幼児健診や健診未受診児への家庭訪問等

を通じて、育児困難家庭や虐待等を把握しま

す。保護者の子育て不安や負担感の軽減を図

るとともに相談体制を充実します。 

必要に応じ

て実施 
継続実施 

④ 一時保護の利用 

〈慈恵園・児童相談所〉 

〈子ども課〉 

虐待があった場合や未然防止のために、一

時的に子どもを保護する関連施設を確保し、

利用して児童虐待予防に努めます。 

 

必要に応じ

て実施 

 

継続実施 

⑤ 子どもの面前での

DV 被害者緊急支援

事業〈子ども課〉 

配偶者（内縁関係を含む）からの DV 被害

者の緊急避難のための宿泊の施設を確保し、

利用します。 

 

必要に応じ

て実施 

 

継続実施 

⑥ 虐待事案通告の周知 

〈子ども課〉 

子育て支援センターと村内開業医・保育園

小中学校が連携し、虐待事案を把握、情報の

収集をし、児童相談所への通告を行います。

また専門機関との連携も図ります。 

必要に応じ

て実施 
継続実施 
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⑦ 子育て世帯訪問支

援事業 

＜子ども課＞ 

 要支援児童、要保護児童及びその保護者、

特定妊婦等を対象（支援を要するヤングケア

ラー含む）とし、家庭に訪問し、子育てに関

する情報の提供、家事、養育に関する援助等

を行います。 

必要に応じ

て実施 

継続実施 

⑧ 児童育成支援拠点事

業 

＜教育委員会＞ 

＜子ども課＞ 

 不登校や養育環境等に課題を抱える主に学

齢期の児童を対象とし、学習支援や居場所の

提供をします。 

・中間教室 

 

１か所 

 

継続実施 

 

基本施策（３）ひとり親家庭の自立支援 

母子家庭等ひとり親家庭における子どもの健全な育成を図るため、自立と就業に主眼を置いた、 

きめの細かい支援の充実に努めます。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 自立支援・就業相談

事業 

〈健康福祉課〉 

  

健康福祉課福祉係と県の母子・父子自立支

援員と就業相談員との連携により、生活の安

定を図る支援を継続し、日常生活の支援、経

済的な支援を充実します。 

必要に応じて

実施 
継続実施 

② 要保護・準要保護児

童生徒援助事業 

〈教育委員会〉 

小中学校の経済的に就学が困難な児童・生

徒の保護者に対し、給食費等の一部を援助

し、経済的な援助を充実します。 

必要家庭に 

実施 
継続実施 

③ 児童扶養手当支給等 

〈健康福祉課〉 

   

ひとり親家庭等に対する経済的負担の軽

減を図ります。（所得・扶養状況等の要件あ

り） 

・児童扶養手当の支給 

・長野県母子・父子寡婦福祉資金の貸付 

実施 

 

継続実施 

 

④ 休日等電話相談 

〈子ども課〉 

 

休日や夜間においては、下伊那郡こども家

庭支援センター「こっこ」などを利用して気

軽に相談ができ、適切なアドバイスを得るこ

とができる電話相談の実施を進めていきま

す。 

実施 継続実施 

⑤ 施策についての 

情報提供 

〈健康福祉課〉 

〈子ども課〉 

ひとり親家庭に関する支援策を、広報誌・

ホームページにおいて情報提供を行います。 

 

 

実施 

 

継続実施 
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 基本施策（４）発達に配慮が必要な子どもとその家庭への支援の充実 

 特別な支援や配慮が必要である子どもの早期発見・早期療育を推進し、子育て家庭の子育てにおけ

る精神的な不安や悩み等に対する相談・指導体制の拡充を図るとともに、子どもがよりよい方向へと

成長・発達していけるよう関係者が一体となって推進できる体制づくりに努めます。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 乳幼児等の健診の実

施 

〈健康福祉課〉 

  

発達に支援の必要な子どもの早期発見・早

期・療育を図るため、乳幼児の心身の発育・

発達に応じた健診や保健指導、育児相談を実

施します。《再掲》 

乳幼児健診

３歳までに

８回 

継続実施 

② 医療・医学的リハビ

リテーションの支援 

〈健康福祉課〉 

  

早期発見・早期療育をめざし、医療による

適切なリハビリが開始できるよう支援しま

す。保護者を含めた支援体制の充実を図りま

す。 

 ・健和会病院 言語指導 

 ・飯田市立病院 作業療法、リハビリ 

 ・松川日赤 リハビリ 

 ・飯田市こども発達センター ひまわり 

必要に応じ

て実施 
継続実施 

③ 児童心理・発達相談 

あそびの広場 

  〈子ども課〉 

  

発達に特徴や偏りのある子どもと親の集

い「ど－なつ広場」を開催し、公認心理師か

らあそびや人との関わり方の指導を受けな

がら療育をおこないます。 

専門機関への相談に子育て相談員が同行

し、連携のある支援の充実を図ります。 

 

必要に応じ

て実施 

 

継続実施 

 

④ 特別支援の充実 

〈教育委員会〉 

  〈子ども課〉 

  〈小中学校〉 

発達の支援が必要である子どもにきめ細

やかな保育や教育が提供できるように、適切

な指導を充実します。    

・保育園の加配職員 

・小中学校の特別児童支援員の増員 

・こども発達センターひまわりとの連携 

・公認心理師・カウンセラーの配置 

・専門医との連携 

・特別支援教育コーディネーターの配置 

加配保育士

適正配置 

 

小中学校 

特別児童支 

援員３名 

 

公認心理師

相談 

（随時） 

継続実施 
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基本施策（５）障がいのある子どもへの支援体制の充実 

 障がいの早期発見及び早期療育を推進し、支援の充実を図るため、保護者に子どもの現状を理解し 

てもらい、よりよい方向へと発達していけるような関わり方について、関係者が一体となって推進で 

きる体制づくりに努めます。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 乳幼児健診の実施 

〈健康福祉課〉 

〈子ども課〉 

障がいの早期発見・早期・療育を図るため、

乳幼児の心身の発育・発達に応じた健診や保

健指導、育児相談を実施します。 

《再掲》 

乳幼児健診

３歳までに 

８回 

継続実施 

② 医療・医学的リハビ

リテーションの提供 

〈健康福祉課〉 

〈子ども課〉 

早期発見・早期療育をめざし、医療による

適切なリハビリが開始できるよう支援しま

す。保護者を含めた支援体制の充実を図りま

す。 

               《再掲》 

必要に応じ

て実施 
継続実施 

③ 児童心理・発達相談 

あそびの広場 

〈子ども課〉 

    

発達に特徴や偏りのある子どもと親の集

い「どーなつ広場」を開催し、公認心理師か

らあそびや人との関わり方の指導を受けな

がら療育をおこないます。専門機関への相談

に子育て相談員が同行し、連携のある支援の

充実を図ります。 

《再掲》 

H29 年から

未実施 

 

発達相談へ

の同行 

（随時） 

 

継続実施 

④ 障がい児保育 

〈子ども課〉 

   

村内３保育園で障がい児を受け入れ、障が

いの程度に応じた適切な支援や療育の実施

に努めます。障がい児と健常児がともに育ち

あう保育を推進します。   

加配保育士

適正配置 
継続実施 

⑤ 障がい児教育 

〈教育委員会〉 

   

自閉症・学習障がい（LD）・注意欠陥多動障

がい（ADHD）・高機能自閉症・知的障がい・身

体障がいのある子どもへの教育・療育への対

応のため、特別支援教員による教育支援を行

っています。障がいの状況に応じた支援や、

健常児との交流等、きめ細やかな教育を推進

します。 

発達障がいなど特別な支援を必要とする子

どもの教育のあり方を研究し、適切な対応の

推進をします。 

 

小中学校特

別支援員 

3 名 

 

臨床心理士

訪問 

継続実施 
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⑥ 障がい児リハビリ通

院補助 

〈健康福祉課〉 

運動・知的発達障がいのある児童の発達の

助長を目的とする継続的なリハビリ通院に

対し、補助を行います。継続的な対応を推進

します。 

必要に応じ

て実施 
継続実施 

⑦ 特別児童扶養手当支

給 

〈健康福祉課〉 

身体または知的・精神に障がいを持つ児

童の健全な育成を助長し、福祉の増進を図

るための支援を、地方事務所と連携をとり

ながら推進します。 

 

実施 継続実施 

 

 

 

 

基本施策（６）外国人等の子どもや家庭への総合的な支援体制の充実 

 近年、両親又はどちらかの親が外国人である家庭や外国人を含む家庭の増加に伴い、福祉・保育園・

教育・保健など様々な分野で課題が増加しています。生活習慣や養育観の違いによる問題もあります

が、日常生活や子育ての相談、行政サービス利用等の通訳など、外国人も暮らしやすい社会になるよう

努めます。   

◇具体的な事業・施策 

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 外国人等の子ども

への支援 

〈健康福祉課〉 

〈子ども課〉 

子育ての相談にのり、母親が安心できるよ

うに努めます。言葉が伝わらない場合には、

通訳できる方に協力してもらうなど、きめ細

やかな支援を図ります。 

 

必要に応じ

て実施 
継続実施 

② 保育園・学校生活

の支援 

〈教育委員会〉 

〈保育園〉 

〈小中学校〉 

安心して保育園・学校生活が送れるよう職

員の見守り、声かけなどを行います。学校で

は中国籍児童日本語教師をお願いして、日本

語の習得ができるような体制づくりに努め

ます。 

支援員 

1 名 
継続実施 

③ 相談支援体制の強

化 

〈健康福祉課〉 

 

関係機関と連携を持ち、言葉のわかる相談

員に対応してもらうなど、外国人が暮らしや

すく、社会参画しやすい環境を整えます。 

福祉事務所

等と連携し

て実施 

継続実施 
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基本施策（７）青少年の健全育成 

 青少年は地域社会から育むという観点に立ち、家庭、学校、地域社会及び関係機関等が一体となって

支援体制の充実を推進します。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 地区育成会活動へ

助成金の援助 

〈子ども課〉 

地区育成会の事業計画・活動報告・予算の

報告を受け、育成会会員の人数に合わせた活

動助成補助を行い、活動の協力を図ります。 

地区育成会

28 団体 

979 人 

継続実施 

② 青少年育成関係団

体との協力 

〈子ども課〉 

 

村長を協議会長として青少年の健全育成

に関わる関係機関での協議会を設置し、年に

1 回の連絡協議会の中で、話し合いや青少年

犯罪の傾向の情報を共有し、各機関の連携を

図ることで、支援体制の充実を図ります。 

・青少年健全育成協議会 

会議 

年 1 回 
継続実施 

③ 子どもの放課後の

居場所 

〈子ども課〉 

〈教育委員会〉 

子ども・若者が必要な居場所で安全に過ご

せるよう環境を整えます。 

・放課後児童クラブ 

・ゆめあるてフリースペース 

・図書館 

継続実施 継続実施 

④ 各種広報活動 

〈子ども課〉 

〈健康福祉課〉 

青少年に関する情報、虐待防止などの推進

に向けて、チラシや広報で知らせ、認識を高

めます。 

・社会を明るくする運動強調月間 

・信州あいさつ運動 

・青少年健全育成強化月間 

 

強化月間等

に実施 
継続実施 

⑤ 有害環境チェック 

〈教育委員会〉 

 

警察ボランティア協会が、村内の商店やコ

ンビニ・自動販売機などの有害環境チェック

を行い、望ましい環境が整うように推進しま

す。 

 

実態調査 

年間 1 回 

 

継続実施 

 

 

 

 

 

 

 



 - 42 - 

６ 子ども・若者の子育て家庭にやさしい切れ目のない環境の整備 

基本施策（１）安心して妊娠・出産できる環境づくり 

安心して安全に妊娠、出産を迎えられるよう、相談・支援体制を充実します。妊娠時からのプレママ 

教室の内容の充実、相談体制の整備を図ります。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 妊婦等包括支援事

業 

 

・母子手帳交付 

〈健康福祉課〉 

〈子ども課〉 

妊娠期から妊産婦に寄り添い出産・育児等の

見通しを立てるための面談や継続的な情報発

信を行います。 

妊娠届書より把握した妊婦の状況から、必要

に応じて電話、訪問等で相談対応を行います。

妊産婦と 18 歳までのこどもと家庭の相談窓口

となる「豊丘村親と子を支援する機関」につい

て、子育て支援員からお伝えいたします。 

47 人 45 人 

・妊産婦訪問指導 

〈健康福祉課〉 

母親の育児不安や悩みの軽減、虐待の予防に

努め、相談、健康診査等へつなげます。保健師・

子育て相談員・民生委員等で連絡、連携をとり

ながらの支援を進めます。 

必要に応じ

て実施 
継続実施 

・乳幼児訪問指導 

  ２か月児全家庭対象 

〈健康福祉課〉 

〈子ども課〉 

乳児家庭への訪問、健診事後フォローなどの

訪問を行い、健やかな子どもの成長の支援、母

親の育児不安や悩みの軽減、虐待の予防に努め

ます。他子育て関係機関と連携して取り組みま

す。 

R５年度 

49 人 
50 人 

・妊娠 8 か月面談 

各種診察票交付 

〈健康福祉課〉 

 

産後直後から１か月までの各種診察受診票

や産後ケア事業の申請書、授乳相談券を交付し

ながら、妊娠中の経過や産後のサポート体制に

ついて一緒に確認します。 

実施 継続実施 

② 産後ケア事業 

 

 

・産後ケア事業、授

乳相談券助成事業 

〈健康福祉課〉 

退院直後の母子に対して心身のケアや育児

のサポート等を行い、産後も安心して子育てが

できるよう支援体制を整えます。 

産後ケア事業では、宿泊を兼ねた助産師さん

によるケアなど、産後ゆったりと過ごせるよう

に支援します。（お子さんが１歳になるまで）

また、助産師さんに授乳に関する相談をする際

の費用を助成します。（お子さんが１歳半にな

るまで） 

必要に応じ

て実施 

 

継続実施 
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③ 妊産婦・１か月児

健診、新生児聴覚

検査補助事業 

〈健康福祉課〉 

出産を控えた女性（夫婦）に対して、健診の

必要性を母子手帳交付時、妊娠中に伝え、受診

率の向上に努めます。 

必要に応じ

て実施 
継続実施 

④ 不妊対策 

〈健康福祉課〉 

不妊症に悩む夫婦に対し、治療費の助成を行

うことにより、経済的な負担の軽減を図りま

す。（豊丘村めばえ支援） 

必要に応じ

て実施 
継続実施 

⑤ 乳幼児親子交流 

〈子ども課〉 

〈健康福祉課〉 

親子交流企画の対象者への周知を図り、妊娠

中の女性が実際に新生児を抱いたり、出産や育

児の体験を聞けることで安心感が持てるよう、

場の提供をします。 

実施 継続実施 

基本施策（２）子育てに適した生活空間の整備 

子育て中の家庭や子どもたちに、安心して遊べる場所や環境が整えられた生活ができるよう、地域

社会や行政が連携をとりながら整備を推進します。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 公共公益のバリアフリー

化の推進 

〈保育園〉〈子ども課〉 

〈小中学校〉〈教育委員会〉 

〈健康福祉課〉  

学校その他公共施設のバリアフリー

化の推進、商業施設等に対してバリアフ

リー化を要請し、施設の改修・改善を推

進します。 

関係機関と

調整を行い

実施 

継続実施 

② 公共施設等の整備 

〈保育園〉〈子ども課〉 

〈小中学校〉 

〈教育委員会〉 

〈健康福祉課〉 

トイレの整備（子ども用のトイレ・手

洗い器）や授乳室、ベビーベット、ベビ

ーチェアーの設置を進めます。また、必

要に応じて保育施設等の改修・改善を行

います。 

関係機関と

調整を行い

実施 

継続実施 

③ 圏域における「子育てバ

リアフリーマップ」の作

成などの情報提供 

〈子ども課〉 

〈教育委員会〉 

〈健康福祉課〉 

子育て支援センター発行の情報冊子

や子育て支援情報の総合的な提供と併

せて、子育てバリアフリー情報の提供を

図ります。 

子育て家庭

全戸に実施 

マップ更新

をしながら

子育て家庭

全戸に継続 

実施 

④ 村内公園の保全  

〈産業建設課〉 

〈子ども課〉 

地域の方たちが中心となり村内の公

園整備などを行ってもらい、整った環境

の中で安心して子どもたちが遊べるよ

うにします。また、必要に応じて遊具等

の整備・改修を行います。 

地区の計画

等の中で 

実施 

継続実施 
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基本施策（３）子どもと親の健康を守る取り組み 

 親が子どもへの理解を深め、主体性を持って健康づくりや子育てに取り組んでいけるような支援を

行うため、育児不安がある親を中心に、訪問指導、健康相談、テーマ別教室の開催などを充実します。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 乳幼児訪問指導 

【２カ月児全家庭対象】 

〈健康福祉課〉 

〈子ども課〉 

乳児家庭への訪問、健診事後フォローな

どの訪問を行い、健やかな子どもの成長の

支援、母親の育児不安や悩みの軽減、虐待

の予防に努めます。他子育て関係機関と連

携して取り組みます。 

R5 年度 

49 人 
50 人 

② 乳幼児健診・相談 

〈健康福祉課〉 

〈子ども課〉 

健診が疾病や発達の遅れ等の早期発見・

対応にとどまらず、母親自身にとって子ど

もの成長・発達について理解する学びの機

会となる場の提供をします。乳幼児健康診

査を信頼できて安心と評価する親の割合が

増加するよう、その充実に努めます。 

・3 歳までに 8 回乳児健診（4・7・10・12 カ月） 

・幼児健診（1.6・2・2.6・3歳） 

R5 年度  

4 か月 

100.0％ 

4 か月 

100％ 

 1.6 か月

100.0％ 

1.6 か月 

100％ 

3 歳 

98.4％ 

3 歳 

100％ 

③ 予防接種 

〈健康福祉課〉 

乳児訪問、健康診査時に、予防接種の必

要性について説明の実施を行い、予防接種

を勧めます。【個別接種により実施】 

（対象者へ個別に通知をしたり、訪問、健

診時に説明し、予診票を配布します。） 

 

１歳までに BCG

接種を終了して

いる者の割合 

98.0％ 

100％ 

２歳までに四種

混合を終了して

いる者の割合 

95.7％ 

R7～五種混

合にて

100％ 

④ 乳幼児突然死症候

群の予防 

〈健康福祉課〉 

SIDS 発症の危険性を低くするために、

「仰向け寝の推進」「母乳栄養の推進」「家

族の禁煙」等を保護者へ啓発します。 

乳幼児全戸 

訪問・健康 

診査時に指導 

継続実施 

⑤ 誤飲・転落・転倒・

やけど等子どもの

事故の予防のため

の啓発推進 

〈健康福祉課〉 

〈子ども課〉 

子どもの発達を理解し、なぜ事故が起き

るのか親が学ぶ機会を提供します。日赤・

消防等と連携しての救急蘇生法の実践教室

の場を提供します。 

健診時、子育て

広場時に実施 
継続実施 
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⑥ 医療機関情報ガイ

ドの配布 

〈健康福祉課〉 

乳児訪問の折に、小児科の病院や予防注 

射についての情報ガイドを渡し、安心して 

子育てができるように図ります。 

乳児訪問時 

1 回 
1 回 

 

基本施策（４）子どもの安全を守る環境づくり 

 子どもを安全に安心して生み育てるためには、安心して伸び伸びと活動できる環境が必要です。関

係医療機関等の連携の強化や、公共施設の整備、子どもが自分で自分を守るための安全教育等、安全で

安心して暮らせる地域づくりを推進していきます。 

◇具体的な事業・施策 

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 子ども・保護者を

対象とした交通安

全教室の普及啓発 

〈保育園〉 

〈小中学校〉 

保育園ではカンガルークラブを中心に、実践

型交通安全教育を実施、小学校においても実践

型の教育を実施し、交通安全の大切さを学ぶ場

の提供をします。 

実施 継続実施 

② チャイルドシート

の使用効果・使用

方法の普及啓発 

〈交通安全協会〉 

〈子ども課〉 

法律で義務付けられていること、使用の効

果、必要性を各機関で啓発し、使用者の意識の

高揚を図ります。 実施 継続実施 

③ 通学・通園路の危

険箇所改善の推進 

〈保育園〉 

〈小中学校〉 

〈産業建設課〉 

学校 PTA・保育園保護者会が行う、通学・通

園における危険箇所の改善を要請を受け、関係

する課、係との連携をとり、安全に通学・通園

ができるように図ります。 

危険個所要

望書提出 

年 1 回 

継続実施 

④ 村営路線バス運行 

〈総務課〉 

〈保育園〉 

〈小中学校〉 

堀越、佐原、壬生沢・福島地区の子どもたち

が村営路線バスを利用して安全に通園・通学で

きるように支援します。 
６路線 ６路線 

⑤ 住民の自主的防犯

活動を促進するた

めの犯罪に関する 

情報提供の実施 

〈教育委員会〉 

〈小中学校〉 

 

住民・警察・村との連携を強化したり、防犯

教室の開催、メール配信で情報提供等を行い、

防犯に関する認識を高めます。 

実施 継続実施 
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⑥ 子どもを犯罪等か

ら守るための情報

提供 

〈教育委員会〉 

〈小中学校〉 

〈子ども課〉 

保護者への不審者情報等のメール配信（中学

校・小学校・保育園）を行い、安全確保に努め

ます。 必要に応じ

て実施 
継続実施 

⑦ 防犯パトロール活 

動の推進 

〈教育委員会〉 

警察ボランティア協会・警察・学校・村との

連携を強化し、安全パトロール等を行い、安全

確保に努めます。 
年３回実施 継続実施 

⑧ 防犯講習会の実施 

〈小中学校〉 

警察生活安全課等の協力により、3 校におけ

る防犯講習を開催し、防犯に対する認識を高め

ます。 

３校 ３校 

⑨ 防犯ボランティア

活動の支援 

〈教育委員会〉 

〈子ども課〉 

民家・店舗・公共施設など指定者（店）「子

どもを守る安心の家」が 31 か所あり、地域と

ともに子どもを守っていく体制づくりを引き

続き行っていきます。 

31 か所 31 か所 

⑩ 通学路や公園等に

おける防犯灯等の

防犯設備の整備の

推進 

〈教育委員会〉 

〈総務課〉 

 

犯罪の未然防止と通学の安全確保のため、通

学路等を中心とした防犯灯の整備を推進しま

す。 

点検実施 継続実施 

⑪ 地域での見守り 

〈健康福祉課〉 

〈教育委員会〉 

〈小中学校〉 

民生児童委員、警察ボランティアが登校また

は下校時刻に子どもたちが安全に帰宅できる

よう、見守りを行い、安全確保に努めます。 
年数回実施 継続実施 
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基本施策（５）若い世代が社会的に自立し、家庭を持つための支援の充実 

 豊かな環境の中で中学生・高校生等これから親になっていくことの意義を理解できるよう取り組ん

でいくことが大切です。若い世代が子育ての楽しさを知らずに負担感ばかりを募らせることがないよ

う、また親になって初めて子どもを抱き、子育てにとまどうことがないよう、子どもとふれあう機会づ

くり、子育て支援の取り組みの周知など、子育てについての関心を喚起することが必要となります。 

 

◇具体的な事業・施策  

事 業 取り組み内容 
目標事業量 

現状 

目標事業量 

令和 11 年度 

① 子育て支援事業の

周知 

〈子ども課〉 

パンフレットの配布や回覧などで子育ての 

事業の周知、引き続き村のホームぺージ等を通

じて、子育て支援の姿勢、取り組み内容などの

周知を図ります。（未就学児童家庭全戸配布） 

（全村隣組回覧）《再掲》 

実施 継続実施 

② 乳幼児ふれあい学習 

〈保育園〉 

中学生を対象にした乳幼児ふれあい学習を

保育園で実施します。    《再掲》 
継続実施 継続実施 
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７ 量的目標事業量の設定 《 再掲 》   

本章１～６において支援目標に基づく目標数値を設定してきました。令和 11 年度までに達成す

べき目標事業量等を次のとおり整理し、取組を具体的に推進することとします。 

子育て支援サービス
項目 

令和５年度 
目標事業量等 

令和５年度 
実施事業量等 

令和 11 年度 
目標事業量等 

目標達成 
予定年度等 

子育て支援センター 
（専門員数） 

１か所（２名） １か所（２名） １か所（２名） 継続実施 

子育てサポーターの 
確保 

― 未実施 必要性の検討 

年齢別親子広場 
（なかよしチャレンジクラ

ス・ココベビークラス） 

対象者参加率 
80% 

対象参加者率 
84% 

対象者参加率 
80% 

活動を充実させ
継続実施 

 
子育て世帯訪問支援事業 
 

希望者に対し訪問 希望者に対し訪問 希望者に対し訪問 継続実施 

保育園園庭解放 
交流保育 

３保育園  
年 12 回 

３保育園  
年 12 回 

３保育園 
年 12 回 継続実施 

一時保育事業 １か所 1 か所 １か所 継続実施 

保育時間外一時預かり 
申請認定により子育て短期支援事業 

（慈恵園・風越福祉会） 
継続実施 

ファミリーサポート 
センター（育児ボランテ

ィアによる育児援助） 
必要性の検討 

 

未実施 
子育て短期支援事業で対応 

（子育て支援センターを窓口として 
必要性の検討） 

早寝・早起き・朝ごは
ん運動の展開 全児童・生徒・家庭に対し実施 継続実施 継続実施 

妊産婦等包括支援事業 全妊婦に対し実施 継続実施 継続実施 

産後ケア事業 必要に応じて実施 継続実施 継続実施 

食育情報等の広報誌 
への定期的な掲載 

年２回 年２回 年２回 継続実施 

出産祝金の支給 村の財政状況を考慮
し継続実施 

1人につき100,000円 
43名に支給 

村の財政状況を考慮し 
検討しながら継続実施 

福祉(乳幼児)医療給付
事業 

高校３年まで 高校３年まで 高校３年まで 継続実施 

医療機関ガイドマップ
の配布 １回 １回 １回 継続実施 

3 歳未満児保育 85 人 
（３か所） 

91 人 
（３か所） 

85 人 
（３か所） 

継続実施 

保育園延長保育 
（定員数） 

150 人 
（３か所） 

134 人 
（３か所） 

145 人 
（３か所） 

継続実施 

特定保育事業 
（週 2～3 日又は半日の保育） 

６人 
（1 か所） 

未実施 一時保育の中で対応 

休日保育事業 
子育て短期支援事業 

（慈恵園・風越福祉会） 
継続実施 

夜間保育事業 
子育て短期支援事業 

（慈恵園・風越福祉会） 
継続実施 

病後児保育事業 
（施設型） 飯田市病児保育施設おひさまはるる 継続実施 

保育料軽減事業 

第３子以降 
・未満児 1/2 軽減 
・３歳以上児無料 
３歳以上児全員無料 

国及び県での軽減に
加えて、同時入所第２
子が未満児の場合 
・４-１階層 1/4 減額 
・４-２階層以上 1/2
減額 

社会情勢等 
考慮しながら 

継続実施 

社会情勢等 
考慮しながら 

継続実施 
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子育て支援サービス
項目 

令和５年度 
目標事業量等 

令和５年度 
実施事業量等 

令和 11 年度 
目標事業量等 

目標達成 
予定年度等 

放課後児童クラブ 
（定員） 

197 人 
（２か所） 

171 人 
（２か所） 

150 人 
（2 か所） 継続実施 

新入学児童ランドセル
購入補助 

購入費用のうち 

半額補助 
購入費用のうち 

半額補助 
情勢を考慮しながら継続実施 

中学生通学かばん 通学かばんの贈呈 通学かばんの贈呈 継続実施 

中学生検定費補助 全額補助 全額補助 継続実施 

奨学金返還助成 
前年度に払った金
額の 1/3 を補助 

前年度に払った金
額の 1/3 を補助 

継続実施 

高校生通学定期費補助 
電車・バス通学定期

費の 1/2 を補助 

電車・バス通学定期

費の 1/2 を補助 
継続実施 

パソコン機器・ソフト等 
リース事業 

全小中学校 全小中学校 
必要に応じて調整しながら 

継続実施 

児童育成支援拠点事業 １か所 １か所 継続実施 

スクールカウンセラー 
派遣事業(県事業) 

小中学校 1 名 小中学校 1 名 小中学校 1 名 継続実施 

主任教育支援員事業 小中高校の生徒 小中高校の生徒 継続実施 

公認心理師相談事業 全村の子ども 全村の子ども 継続実施 

心の教育相談員配置 
事業 

中学校 1 名 中学校 1 名 中学校 1 名 継続実施 

学校図書の充実 
図書館司書の配置 

南小学校 1 名 

中学校・北小 1 名 

図書館司書の配置 

南小学校 1 名 

中学校・北小 1 名 

図書館司書各校１名を目標に実施 

子ども会・育成会活動助成 28 地区 
27 地区    

（１地区休会中） 
活動内容等充実させて 

継続実施 

総合学習補助 
農業・福祉職場体験な

どに対し助成 
農業・福祉職場体験などに対し助成 継続実施 

誕生日本贈呈事業 
３歳～15 歳 
児童生徒 

２歳～15 歳 
児童生徒 

２歳～15 歳 
児童生徒 

継続実施 

乳幼児等ふれあい学習

（中学生対象） 
継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

ブックスタート事業 

（ファーストブック） 
1 歳児全員 1 歳児全員 1 歳児全員 継続実施 

虐待防止ネットワーク
の設置 

１か所 
１か所 

（連携の強化）     
継続実施 

こどもを守る安心の家 32 か所 31 か所 31 か所 継続実施 

防犯講習会の実施 ３か所 ３か所 ３か所 継続実施 

村営路線バス運行 
４路線 
村営バス 

４路線 
（長沢地区含む） 

４路線 
（長沢地区含む） 

状況に応じ 
継続実施 

子育て支援サイト作成 広域にて作成検討 
広域にて作成中 

（北部５町村） 
広域で検討し総合的な提供を図る 

子育て支援・定住促進

策のパンフ作成 
村内全戸配布 村内全戸配布 制度の改正に合わせ見直し 

子育て支援サイト開設 継続実施 継続実施 継続実施 
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第５章 計画の推進に向けて 

１ 計画の周知 

（１）村民・各種団体への周知 

この計画は、子どもが豊かな心と主体的に生きるたくましい力を育み、それぞれの夢に向

かって自立できる環境づくりを目指しています。また、男女が互いに尊重しあい助け合いな

がら楽しく子育てするゆとりある家庭づくり、子どもがいきいきと学び・遊び、子育て中の

保護者が安心して働き、住民が共生して支え合いながら暮らせる頼もしい地域社会づくりを

目指しています。 

家庭・地域・企業などでの村民等の主体的・積極的な取り組みを促進するために、村ホー

ムページへの掲載、ダイジェスト版を作成し広報誌への掲載など、この計画の周知に努めま

す。また、社会情勢の急速な変化にも柔軟に対応し、事業に的確に反映するほか、新たな課

題についても積極的に取り組んでいきます。 

 

２ 推進体制の整備 

（１）子ども子育て会議における推進体制の充実 

 本計画を検討し策定した豊丘村こども子育て会議において、必要に応じて計画の進捗

状況を検証しながら、計画を推進します。 

 

（２）庁内における推進体制の充実 

本計画を着実に推進していくために、子ども課が中心になって、年度ごとに関係各課の施

策・事業の実施状況を把握するとともに、評価・再調整などの継続的な取り組みを行います。

必要に応じ計画内容の見直しなどを含めた検討も行います。 

 

（３）住民・関係団体等との協働体制の充実 

子ども子育て支援事業への取り組みは、住民・関係団体等の参画が必要です。特に保育園 

保護者会・３校 PTA 連絡会との計画実施状況についての連絡会議は定期的に行い、計画の進

捗状況に関する情報を共有化し、施策・事業の評価、円滑な実施への提言をいただくととも

に、地域における実践につなげるなど、住民・関係団体等との協働により推進します。 
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第６章 資料編 

定量的目標事業量の設定について    
（事業量の見込みの算出について） 

１ 量の見込みについて 

 子ども・子育て支援法において、市町村は国が示す基本指針に即して、５年を１期とする市町

村子ども・子育て支援事業計画を策定することとされており、計画の中で各年度の教育・保育及

び地域子ども子育て支援事業の量の見込みとそれに対する提供体制の確保の内容を定めることと

なっています。 

 

２ 算出方法 

量の見込みの算出にあたり用いる推計児童数等は、国から示された計算式と村の人口ビジョン、

ニーズ調査からみられる利用意向数等を基本として算出しました。 

 

３ 算出結果 

（１）計画期間の児童数の推移（人） 

年齢 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

０歳 45 44 44 43 43 

１歳 50 47 45 45 44 

２歳 53 52 49 47 47 

３歳 47 55 53 50 48 

４歳 68 49 56 55 51 

５歳 54 70 50 57 56 

６歳 59 55 70 51 58 

７歳 62 60 55 71 52 

８歳 50 63 60 55 70 

９歳 55 50 62 58 54 

１０歳 42 53 47 60 57 

１１歳 57 41 53 47 60 

合計 642 639 644 639 640 

 



 - 52 - 

（２）教育・保育の量の見込みと確保方策 

 ・提供区域：３区域 北保育園区域 （河野区、堀越区） 

           中央保育園区域（田村区、林区） 

           南保育園区域 （伴野区、福島区、壬生沢区） 

全村域 

① 1 号認定（人） 〈３歳以上児で幼稚園における幼児教育を希望する子ども〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  ２ ２ ２ ２ ２ 

確保方策 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

《確保方策》 

 本村には幼稚園がないため、希望理由によって飯田市の認定こども園等へ委託します。 

② ２号認定（人） 〈３歳以上児で保育園における保育を希望する子ども〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  161 161 144 145 137 

確保方策 168 161 161 144 145 137 

《確保方策》 

 現行では希望に添った受入ができています。今後も継続して行っていきます。 

③ ３号認定（人） 〈３歳未満児で保育園における保育を希望する子ども〉 

  ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の 

見込 

０歳  15 15 15 15 15 

１・２歳  60 60 60 60 60 

確保 

方策 

０歳 11 15 15 15 15 15 

１・２歳 71 60 60 60 60 60 

《確保方策》 

 入園を希望する子どもの人数に対応できるように、保育室の整備、保育士増員等しながら、

行っていきます。 

 

（３）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の内容及び実施時期 

全村域 

① 時間外保育事業 （月平均人数） ・提供区域：３区域   

〈保育認定を受けた子どもについて、保育園で通常の保育時間を超えて延長し、保育を実施 

する事業〉 

 ６年度(現状) ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  145 145 145 145 145 

確保方策 134 145 145 145 145 145 

《確保方策》 

保育を希望する子どもの人数に対応できるよう、保育士増員等し安全を確保して行っていき

ます。 
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③  一時預かり事業 （年間延べ人数） ・提供区域：１区域   

〈保護者が冠婚葬祭や育児疲れなどの理由により、家庭での保育が一時的に困難となった子 

どもについて、昼間保育園で一時的に預かる事業〉          

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  280 280 280 280 280 

確保方策 207 280 280 280 280 280 

《確保方策》 

 希望する家庭のニーズにこたえられるよう、保育士等の増員も考慮し行っていきます。 

③ 病児・病後児保育事業 （年間延べ人数） ・提供区域：1 区域  

〈児童が急な病気になった時、病院等に付設された専用スペースにおいて看護師等が一 

時的に保育する事業〉（健和会病院「おひさまはるる」委託） 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  16 16 16 16 16 

確保方策 ９ 16 16 16 16 16 

《確保方策》 

現在は飯田市との協定の元、健和会病院に委託しています。近隣町村と北部地区での必要性

を確認し合いながら協議を行っていきます。 

④ 放課後児童健全育成事業 （月平均人数）・提供区域：２区域  河野区・神稲区 

〈保護者が就業等により昼間家庭にいない場合に、放課後や学校休業日に家庭に代わって生

活の場を確保し、児童の健全な育成を図る事業〉 

  ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の 

見込 

1～3年  84 84 84 84 84 

4～6年  30 30 30 30 30 

確保 

方策 

1～3年 65 84 84 84 84 84 

4～6年 20 30 30 30 30 30 

《確保方策》 

共働き家庭の増加に伴い利用児童も増加しており、そのニーズに応えながら、児童の成長に

添った利用方法等についても検討していきます。 

⑤ 子育て短期支援事業・ショートステイ（時間・月） ・提供区域：1 区域  

〈保護者の疾病や仕事などにより一時的に子育てに支障をきたす場合等に、児童を施設にお

いて預かることにより保護者の育児の負担軽減及び心身のリフレッシュを図ることを通じ

て、子育てを支援する事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込 600 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

確保方策 600 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

《確保方策》 

委託先の養護施設「慈恵園」「風越福祉会」との連絡調整等を確実に行い、利用希望者のニー

ズに応えられるよう行っていきます。 
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⑥  地域子育て支援拠点事業 （年間延べ人数） ・提供区域：1 区域 

〈子育て支援センターや公共施設等の身近な場所で、乳幼児とその保護者が相互の交流を 

行う場所を開設し、子育てについての相談、情報提供、助言等を行う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  6000 6000 6000 6000 6000 

確保方策 4390 6000 6000 6000 6000 6000 

《確保方策》 

 利用希望者のニーズに合わせた企画等を行い、親子参加の場を増やすなど、子育てに関す

る相談や情報提供や子育て講習会を行います。 

⑦ 乳児家庭全戸訪問事業（年間・人） ・提供区域：1 区域 

〈生後 2か月の乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て関する情報提供や養育環境等の 

把握を行う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  50 50 50 50 50 

確保方策 46 50 50 50 50 50 

《確保方策》 

対象となるすべての家庭を訪問してその環境等を把握し、保健衛生係と子育て支援係で連携

を取り、それぞれに寄り添った支援・情報提供等を行っていきます。 

⑧ 養育支援訪問事業 （年間・人） ・提供区域：1 区域 

〈養育の支援が特に必要な家庭に子育て相談支援員が訪問し、養育に関する専門的な相談 

指導・助言等を行い養育能力を向上させるための支援を行う事業〉            

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  ２ ２ ２ ２ ２ 

確保方策 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

《確保方策》 

対象となる家庭を訪問して家庭環境等の把握を行い、それぞれの親子に寄り添った助言や情

報提供等を行っていきます。 

⑨ 妊婦健診 （健診 14 回・人） ・提供区域：1 区域 

〈安心・安全な分娩や出産、妊婦の経済的負担の軽減を図るため、公費負担の受診料を交付

し、医療機関等への受診を推奨する事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  800 800 800 800 800 

確保方策 560 800 800 800 800 800 

《確保方策》 

実施を医療機関に委託し、健やかな子どもを産み育てるために、妊婦の方へ受診を推奨して

いきます。 
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⑩ ファミリーサポートセンター事業 （年間・人）  

〈児童の預かり等の「援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が相互に会員となり、 

子育てについて助け合う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 0 

《確保方策》 

ニーズ調査では、困った時に気軽に預けられる事業が欲しいとの要望がありました。子育て

短期支援事業での対応が可能なことから、今後必要性の検討を行っていきます。 

⑪ 利用者支援事業（か所）  

〈専任の職員が保育園等の施設や地域の子育て支援事業の情報を集約し、子どもの保育 

を希望する家庭の相談に応じ、個々の状況に必要な情報提供・助言するとともに関係機関と 

の連絡調整を行う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

確保方策 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

《確保方策》 

地域子育て支援拠点事業の中で行っています。 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業（年間・人） 

〈保護者の世帯所得の状況等を勘案して、保育園等に対して保護者が支払うべき保育に必要

な物品に対する費用や行事費等の費用について支援を行う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 0 

《確保方策》 

 令和元年 10 月から、３歳～５歳までの利用者負担金（保育料）の無償化が開始されました。

物品の費用等への費用の支援は行いませんが、保護者の所得等世帯状況に応じて、今後も保

育料等の減免を行っていきます。 

⑬ 多様な主体の参入促進・能力活用事業（年間） 

〈小規模保育事業など民間事業者の参入に関して、事業の運営や質の高い保育が安定的継続

的に行われるよう一定の支援を行う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 0 

《確保方策》 

現在、村内３保育園以外に新たな保育事業に関する計画等はありません。 
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⑭ 産後ケア事業（年間） 

〈退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てが

できる支援体制の確保を行う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  35 35 35 35 35 

確保方策 32 35 35 35 35 35 

《確保方策》 

引き続き、対象母子に対して必要な支援につなげていきます。 

⑮ 子育て世帯訪問支援事業（年間） 

〈要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定妊婦等を対象とし、訪問をして、子育てに

関する情報の提供、家事・養育に関する支援を行う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 0 

《確保方策》 

体制の確保はできています。必要に応じて支援をしていきます。 

⑯ 児童育成支援拠点事業（か所）〈養育家庭環境の課題を抱える主に学齢期の児童を対象と

し、児童の居場所となる拠点を開設し、児童に生活の場を与えるとともに児童や保護者等へ

の相談支援を行う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

確保方策 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

《確保方策》 

施設を確保し、教育相談支援員が児童と保護者に寄り添い支援を行っています。今後も一人

一人に添った相談支援を行っていきます。 

⑰ 親子関係形成支援事業（年間） 

〈要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定妊婦を対象とし、親子間の適切な関係性の

構築を目的とし、子どもの発達状況等に応じた支援を行う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 0 

《確保方策》 

必要に応じて、児童相談所の支援を受けながら、子ども課の臨床心理士が対応していきます。 
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⑱ こども誰でも通園制度（年間） 

〈全ての子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、現行の

特定教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で就労用件を問わず時間単位

で利用できる通園給付事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 0 

《確保方策》 

令和８年度から、利用者の必要に応じて子育て支援センターや保育園で対応していきます。 

⑲ 妊婦等包括相談支援事業（年間 のべ件数） 

〈妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要

な支援につなぐ伴奏型の相談支援・経済的支援を行う事業〉 

 ６年度（現状） ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 

量の見込  150 150 150 150 150 

確保方策 80 150 150 150 150 150 

《確保方策》 

母子手帳交付時から、保健師と子育て支援員が対象家庭とつながりを持ち、相談支援を充実

させていきます。 

 

４、定量的目標事業量（国から示された定量的目標事業量設定の 19 事業） 

事業名 対象年齢(者） 令和６年事業量 
令和 11 年 

目標事業量 

目標 

達成 

年度等 

時間外保育事業 ０～５歳児 134 人（月平均）    145 人（月平均） 

事
業
内
容
を
充
実
さ
せ
継
続
実
施 

一時預かり事業 ０～５歳児 
207 人 

（年間延べ） 

280 人 

（年間延べ） 

病児・病後児保育事業 ０～５歳児 
９人 

（年間延べ） 

16 人 

（年間延べ） 

放課後児童健全育成事業 
１～３年 65 人（月平均） 84 人（月平均） 

４～６年 20 人（月平均） 30 人（月平均） 

子育て短期支援事業 

ショートステイ 

 

０～１８歳 600（時間） 1,000（時間） 
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地域子育て支援拠点事業 ０～１８歳 
4,390 人 

（年間延べ） 

6,000 人 

（年間延べ） 

乳児家庭全戸訪問事業 ０歳児 46 人（年間） 50 人（年間） 

養育支援訪問事業 
０～１８歳 

家庭 
２人 ２人 

妊婦健診 ━ 
560 回 

（健診 14 回・人） 

800 回 

（健診 14 回・人） 

ファミリーサポートセンター

事業 
０～１１歳児 ０人 ０人 

効
果
の
検
証
を
行
う 

利用者支援事業 
０～１８歳 

家庭 

１か所 

（箇所） 

１か所 

（箇所） 

実費徴収に係る補足給付を 

行う事業 

０～５歳 

家庭 

０人 

（年間・人） 

０人 

（年間・人） 

多様な主体の参入促進事業 ━ ０ ０ 

産後ケア事業 産後の母子 32 人 35 人 

事
業
内
容
を
充
実
さ
せ
継
続
実
施 

子育て世帯訪問支援事業 

要保護・要支援

児童とその家庭 

妊産婦 

０人 ０人 

児童育成支援拠点事業 
学齢期の児童・

生徒とその家庭 

１か所 

（箇所） 

１か所 

（箇所） 

親子関係形成支援事業 

要保護・要支援

児童とその家庭 

妊産婦 

０人 ０人 

子ども誰でも通園制度 ０～５歳児 ０人 ０人 

妊婦等包括相談支援事業 
妊娠期から子育

て中の母・父 
80 人 150 人 
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５、ニーズ調査報告書（抜粋） 

 

 

第 三 期 豊 丘 村 子ども・子育て支援事業計画に伴う 

   ニーズ調査 報告書（抜粋） 

 

Ⅰ 調査の概要   

１．調査の目的   

本調査は、子ども・子育て支援法に基づく村の事業計画策定にあたり、住民のニーズを把 

握することを目的として実施したものである。 

２．調査の設計   

（１）調査内容と調査対象   

①「子ども・子育てに関するアンケート調査」 

対象：豊丘村に在住する未就学児童保護者 149 件、及び就学児童保護者 132 件 

回収数：未就学児童 121 件（回収率 81.2％）・就学児童 112 件（回収率 84.8％） 

  ②「子ども・若者意識調査」 

対象：小学５年生 58 人・中学２年生 68人 

回収率：小学５年生 57人（回収率 98.3％）・中学２年生 59人（回収率 86.7％） 

３．集計方法等について 

①調査結果の％表記については、小数第２位を四捨五入した値であるため、合計が必ずしも

100％になるとは限らない。 

②２つ以上の回答を要する（複数回答）質問の場合、その回答比率の合計は 100％を超える。 

③回答者数が少ない質問については、件数で表記しているものがある。 

 

Ⅱ 調査結果の詳細（内容） 

 【 未就学児童編 】 

１．回答者のプロフィール 

○ あて名のお子さんの生年月をご記入ください。（ [  ]内に数字でご記入ください。 ） 

          （％） 

合 計 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

121 9.9 9.9 18.2 14.0 23.9 23.9 

 

主たる子育ての担い手をみると、「父母ともに」が 67.7％と半数を超え、ついで「主に母親」が 30.5％

となっている。                            （％） 

合計 父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 

121 67.7 30.5 0 1.0 0 

○ あて名のお子さんの子育て（教育含む）を主に行っているのはどなたですか。お子さんか 

らみた関係であてはまる番号１つに○をつけてください。 
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２．子どもの育ちをめぐる環境について 

○ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている方はどなた（施設）です

か。お子さんからみた関係であてはまる番号すべてに○をつけてください。 

子育てに日常的に関わっている担い手をみると、「父母ともに」が 75.2％と最も多く、以下、「保育園」

が 62.2％、「祖父母」が 48.0％でつづいている。               （％） 

合 計 父母ともに 母 親 父 親 祖 父 母 認定こども園 保 育 園 そ の 他 

121 75.2 23.9 3.0 48.0 1.0 62.2 4.0 

 

○ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）に、もっとも影響すると思われる環境すべてに○

をつけてください。 

子育てに影響する環境としては、「家庭」が 97.5％と最も多く、ついで「保育園」が 70.2％、「地域」

が 23.1％でつづいている。                        （％） 

合計 家庭 地域 認定こども園 保育園 その他 

121 97.5 23.1 2.0 70.2 1.0 

 

○ 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。あてはまる番号すべてに○

をつけてください。 

子どもをみてもらえる親族・知人の有無をみると、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみ

てもらえる」が 50.4％で最も多く、ついで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が 48.7％でつ

づいている。                        （％） 

合計 日常的に祖父

母等親族に見

てもらえる 

緊急時もしく

は用事の際に

祖父母等親族

に見てもらえ

る 

日常的に子ど

もを見てもら

える友人・人

がいる 

緊急時もしく

は用事の際に

見てもらえる

友人・知人が

いる 

いずれもいな

い 

121 48.7 50.4 ０ 3.0 5.7 

 

○ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。 

また、相談できる場所はありますか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

お子さんを子育てする上で、気軽に相談できる人や相談できる場が「いる／ある」との回答は 87.6％

となり、前回調査とほぼ同じ割合である。（前回「いる／ある」回答 87.8％）  （％） 

 

 

 

○ お子さんの子育てに関して気軽に相談できる先は誰（どこ）ですか。（○はいくつでも） 

相談先として、「祖父母などの親族」が 81.8％、次いで「友人や知人」57.0％、「保育園の先生」が 47.9％、

「子育て支援係」10.7％となっている。 （表なし）       

 

 

合 計 いる／ある いない／ない 無回答 

121 87.6 5.8 6.6 
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３．保護者の就労状況について 

○  あて名のお子さんのご両親の就労状況（自営業の方とその家族従事者を含む）についてうか

がいます。（父子・母子家庭はどちらかに回答） 

保護者の就労状況をみると、父親は「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

が 91.0％となっている。一方、母親は「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休

業中ではない」が 33.9％（前回 40.6％）で最も多く、ついで「フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない」が 29.8％(前回 23.2％)、でつづいている。「以前は就労していたが、現在は

就労していない」は 14.9％（前回 25.2％）となっている。               （％） 

項目 父親 母親 

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 91.0 29.8 

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 0 14.1 

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 0 33.9 

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 0 5.0 

以前は就労していたが、現在は就労していない 0 14.9 

これまで就労したことがない 0 0 

無回答 0 0 

 

○ 現在、パート・アルバイト等で就労しているに方にうかがいます。今後の就労についての希望を

お聞かせください。 

「パート・アルバイト等の就労を続けることを希望」が 38.3％と多くなっている。「フルタイムへの転

換希望があり、実現できる見込みがある」は 29.8％（前回 6.0％）とフルタイムで働く母親事を希望し

ている母親が増えている。                              （％） 

項目 父親 母親 

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある  0 29.8 

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない  0 17.1 

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望  0 38.3 

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい  0 0 

無回答   0 0 

 

○ 現在、就労していない・就労したことがない方にうかがいます。今後の就労についての希望を

お聞かせください。 

未就労の母親の就労希望をみると、「1 年より先で、1 番小さい子どもが 2 歳～4 歳になったら就労した

い」人が 55.6％と多くなっている。                        （％） 

項目 父親 母親 

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない） 0 5.6 

１年より先で、１番小さい子どもが〔２～４〕歳になったら就労したい 0 55.6 

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい 0 33.4 

無回答 0 0 
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４．平日の定期的な教育・保育事業の利用について 

○ お子さんは現在、保育園や認定こども園（幼稚園も含む）などの「定期的な教育・保育」を利

用されていますか。年間通じて定期的に利用している事業をお答えください。 

定期的な教育・保育を利用している人が 86.8％、利用していない人が 13.2％となった。利用している

と答えた人の 100％が保育園を利用している。（表なし） 

 

○  現在、利用している、利用していないにかかわらず、あて名のお子さんの平日の教育・保育

の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業をお答えください。あてはまる番号すべ

てに○をつけてください。（複数回答） 

現在、利用している、利用していないにかかわらず、平日定期的に利用したいと考える教育・保育事業

をみると、「村内保育園」をあげる人が多数を占めている。   （回答数） 

保育園 認定こども園（教育） 認定こども園（保育） 事業所内保育 認可外保育 

116 9 11 10 12 

 

ファミリーサポート 家庭内保育 居宅訪問 自治体の認定保育施設 その他 

7 1 6 4 3 

 

○  保育園での保育を希望する理由は何ですか。（○はいくつでも） 

保育園での保育を希望する理由は「同じ年の子どもと一緒に遊ぶことが大切だと思うから」「働いて

いる時間に子どもを見る人がいないから」を選択した人が多数となった。  （回答数）                      

項目 回答数 

働いている時間に子どもをみる人がいないから 89 

家族だけでなく、園を活用してしつけや教育をしたいから 71 

家庭に収入を得るために、できるだけ早く復職したいから 39 

上の子が園に通うには、下の子を預けて復職する必要があるから 3 

給食を食べさせてくれるから 13 

親の時間（地域活動や趣味等に充てる時間）が欲しいから 9 

同じ年の子どもと一緒に遊ぶことが大切だと思うから 88 

家庭での子育てに不安があるから 10 

その他 1 
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５．地域の子育て支援事業の利用について 

○ 次の中から、知っているものや、これまで利用したことがあるもの、今後利用したいと思うも

のをお答えください。（回答数） 

 

項目 知っている 利用したことがある 今後利用したい 

プレママ教室 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

91 15 66 51 49 47 

保健師による相談 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

99 6 87 25 81 20 

保育園の園開放 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

109 3 56 53 70 31 

子育て支援センター 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

104 2 90 23 80 22 

子育て優待パスポート 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

104 0 104 6 100 1 

子育てサイト「ＭｉＴＥＭi」 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

71 38 59 47 88 18 

家族の健康見守り隊 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

54 59 15 88 46 58 

土日・祝日の育児広場 

「とよっこ広場」 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

88 20 44 65 81 24 

産前産後支援事業 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

76 36 23 78 46 56 

子育て短期支援事業 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

44 68 4 96 45 60 

乳児 2 か月訪問事業 

（保健師） 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

94 12 94 20 60 39 

5 か月半児訪問事業 

（子育て支援員） 

はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

71 41 63 57 53 46 

病児・病後児保育事業 
はい いいえ はい いいえ はい いいえ 

57 55 10 94 53 51 

 

６．土曜・休日や長期休暇中の教育・保育事業の利用について 

○  あて名のお子さんについて、土曜日と日曜日・祝日に、定期的な教育・保育の事業の利用希

望はありますか（一時的な利用は除きます）。（回答数） 

“利用希望”（「ほぼ毎週利用したい」と「月に１～２回は利用したい」の合計）は、土曜日 30 名、日

曜日・祝日 5 名となっている。                    
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項目 土曜日 日曜・祝日 

利用する必要はない 89 96 

ほぼ毎週利用したい 3 2 

月に１～２回は利用したい 27 3 

 

７．病児・病後児保育について 

○  この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことはあり

ますか。（回答数） 

 あったが 89 件、なかったが 21 件だった。（表なし） 

 

○ あて名のお子さんが病気やケガでふだん利用している教育・保育の事業が利用できなかった

場合に、この１年間に行った対処方法としてあてはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの日

数も数字でご記入ください（半日程度の対応の場合も１日とカウントしてください）。 

病気やケガで教育・保育事業が利用できなかった際の対処方法をみると、「母親が休んだ」が最も多

く、ついで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」がつづいている。 

項目 回答日数 

父親が休んだ 35 

母親が休んだ 70 

親族・知人に子どもをみてもらった 36 

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 14 

仕方なく子どもだけで留守番させた 0 

病児保育「おひさまはるる」を利用した 4 

その他 2 

合計 161 

 

○ あて名のお子さんが病気やケガでふだん利用している教育・保育の事業が利用できなかった場合

に、病児・病後児保育施設等を利用したいと思いましたか。(回答数) 

利用したいと思わないは 60 件、できれば利用したいは 25 件だった。 （表なし）                

 

○ 病児・病後児保育施設等を利用する場合下記のいずれの事業形態が望ましいと思いますか。 

病児・病後児のための保育施設等の望ましい事業形態としては「小児科に併設した施設で子どもを

保育する事業」「保育園に併設した他施設で子どもを保育する事業」が多くなっている。 

 

項目 回答数 

現状のとおりで良い 5 

保育園等に併設した他施設で子どもを保育する事業 19 

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 17 

民間事業者などが自宅を訪問し子どもを見てくれる事業 3 

その他（飯田市以外で） 1 
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８．不定期の教育・保育事業の利用について 

○  あて名のお子さんについて、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で、利用している事業は

ありますか。利用日数も数字でご記入下さい。 

不定期の教育・保育事業を利用日数は 5 日となっている。 

項目 回答日数 

一時預かり保育 5 

子育て短期支援事業（慈恵園） 0 

その他 0 

利用していない 109 

９．宿泊を伴う一時預かりについて 

○ あて名のお子さんを泊りがけで家族以外にみてもらわなければならないことはありました

か。あった場合は、この１年間の対処方法とそれぞれの日数も数字でご記入ください。 

この 1 年間に宿泊を伴う一時預かりの必要が「あった」とする日数は 17 日である。 

合計 あった 17 日（延べ日数） なかった 

121 親族・知人にみてもらった 9 日 その他 3 日 92 人 

10．小学校就学後の放課後の過ごし方について（あて名のお子さんが５歳以上である方に） 

○ あて名のお子さんが小学校に入学した後、低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日の小

学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。 

小学校低学年時の放課後に過ごさせたい場所をみると、「自宅」と「放課後児童クラブ（学童保育）」

が上位にあげられている。 

過ごさせたい場所 回答数 

自宅 29 

祖父母宅や友人・知人宅 14 

習い事 24 

放課後児童クラブ 37 

子育て短期支援事業「こっこ」 1 

その他（図書館、公民館など） 4 

 

○ あて名のお子さんが小学校に入学した後、高学年（４～６年生）になったら、放課後（平日の

小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。 

 小学校高学年時の放課後に過ごさせたい場所をみると、「自宅」が上位にあげられ、ついで、「放課後

児童クラブ」、「習い事」となっている。 

過ごさせたい場所 回答数 

自宅 35 

祖父母宅や友人・知人宅 16 

習い事 30 

放課後児童クラブ 33 

子育て短期支援事業「こっこ」 1 

その他（図書館、公民館など） 5 
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○ お子さんが小学生になった時、土曜日・日曜日・祝日・長期休暇期間の児童クラブ利用希望は

ありますか。 

 土曜日・日曜日・祝日については「利用する必要はない」が多数を占めたが、長期休暇については

「利用したい」が低学年、高学年ともに多くなっている。 

項目 土曜日 日曜・祝日 長期休暇 

低学年（１～３年生）の間は利用したい 8 4 11 

高学年（４～６年生）の間は利用したい 6 5 31 

利用する必要はない 29 33 16 

11．育児休業や短期時間勤務制度など職場の両立支援制度について 

○ 現在、国には下記のような職場での両立支援のための制度がありますが、ご存知でしたか。  

「育児休業給付・保険料免除のいずれも知っていた」が 69 件、「育児休業給付のみ知っていた」が 30

件となっている。 

項目 回答数 

育児休業給付・保険料免除のいずれも知っていた 69 

育児休業給付のみ知っていた 30 

保険料免除のみ知っていた 0 

育児休業給付・保険料免除のいずれも知らなかった 19 

 

○ お子さんが生まれた時、父母のいずれか、もしくは双方が育児休暇を取得しましたか。   

育児休業を取得した母親は全体の 52％、父親は 11％であった。取得していない理由としては、母親は

「子育てや家事を優先するため退職した」「職場に育児休業の制度がなかった」が多数となり、父親は

「職場に育休を取りにくい雰囲気があった」「仕事が忙しかった」「配偶者が育児休業を取得した」が多

くなっている。             （人） 

項目 父親 母親 

働いていなかった 4 52 

取得した（取得中含む） 12 70 

取得していない 90 13 

12.子育てに対する意識について 

○ ご自身にとって子育ては楽しいと感じる事が多いと思いますか。それとも辛いと感じる事が多

いと思いますか。（○は 1 つ）   

子育ては「楽しいと感じる事の方が多い」と答えた方は 86 人（72.3％）、楽しいと感じる事と辛い

と感じる事が同じくらい」が 30 人（25.2％）となっている。             （人） 

合計 楽しいことの

方が多い 

楽しいと感じ

る事と辛いと

感じる事が同

じくらい 

辛いと感じる

事の方が多い 

わからない その他 

119 86 30 0 3 0 
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【 就学児童編 】 

１．回答者のプロフィール 

○ あて名のお子さんの学年をご記入ください。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

（％） 

合計 １年生 ２年生 ３年生 

112 32.1 40.2 27.7 

 

主たる子育ての担い手をみると、「父母ともに」が 67.0％（前回 55.8％）と半数を超え、ついで「主に

母親」が 27.7％（全回 40.6％）となっている。                   （％） 

合計 父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 

112 67.0 27.7 0.9 2.7 1.7 

２．子どもの育ちをめぐる環境について 

○ 日頃、あて名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。あてはまる番号すべてに○

をつけてください。 

子どもをみてもらえる親族・知人の有無をみると、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみ

てもらえる」が 63.1％で最も多く、ついで「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が 27.9％でつ

づいている。                                   （％） 

合計 日常的に祖父

母等親族に見

てもらえる 

緊急時もしくは

用事の際に祖父

母等親族に見て

もらえる 

日常的に子ども

を見てもらえる

友人・知人がい

る 

緊急時もしくは

用事の際に見て

もらえる友人・

知人がいる 

いずれも

いない 

122 27.9 63.1 0 5.7 3.3 

○ ご自身の子育ての辛さを解消するために必要な支援・対策は何ですか。（○は３つまで）   

「仕事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備」が 24 件、次いで「地域における子育て支援の

充実」が 17 件、「保育・教育環境の充実」「子育てしやすい住居・環境面での充実」となっている。                                  

項目 回答数（件） 

地域における子育て支援の充実（一時預かり、育児相談など） 17 

子育て支援のネットワーク作り 8 

健やかな妊娠、出産に対する支援 2 

子どもの保育・教育環境の充実 13 

子育てしやすい住居・環境面での充実 14 

仕事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備 24 

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 5 

援護を要する子どもに対する支援 4 

その他（自身の子育て、子どもの理解） 2 

○ あて名のお子さんの子育て（教育含む）を主に行っているのはどなたですか。お子さんか 

らみた関係であてはまる番号１つに○をつけてください。 
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○ あて名のお子さんの子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人はいますか。ま

た、相談できる場所はありますか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

お子さんを子育てする上で、気軽に相談できる人や相談できる場が「いる／ある」との回答は 87.8％

となり、前回調査を下回っている。（％）（前回「いる／ある」回答 94.8％）    

合計 いる／ある いない／ない 無回答 

112 87.5 5.4 7.1 

 

○ お子さんの子育てに関して気軽に相談できる先は誰（どこ）ですか。（○はいくつでも） 

相談先として、「友人や知人」が 88.8％、次いで「祖父母などの親族」が 79.6％、「学校の先生」が 24.5％

となっている。 （表なし）  

 

３．保護者の就労状況について 

○  あて名のお子さんの保護者の就労状況（自営業の方とその家族従事者を含む）についてうか

がいます。 

保護者の就労状況をみると、父親は「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」

が 98.9％となっている。一方、母親は「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休

業中ではない」が 47.2％で最も多くなっている。                   （％） 

項目 父親 母親 

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 98.9 42.7 

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である 0 2.7 

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない 0 47.2 

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である 0 2.7 

以前は就労していたが、現在は就労していない 0.1 4.5 

これまで就労したことがない 0 0 

無回答 1.0 0.2 

 

○ 現在、パート・アルバイト等で就労しているに方にうかがいます。今後の就労についての希望を

お聞かせください。 

パート・アルバイト等で就労している母親のフルタイムへの転換希望をみると、「パート・アルバイ

ト等の就労を続けることを希望」が 47.3％で約半数と多くなっている。なお、“フルタイムへの転換

希望”がある人は 49.1％となっている。                        （％） 

項目 父親 母親 

フルタイムへの転換希望があり、実現できる見込みがある 0 16.4 

フルタイムへの転換希望はあるが、実現できる見込みはない 1.0 32.7 

パート・アルバイト等の就労を続けることを希望 0 47.3 

パート・アルバイト等をやめて子育てや家事に専念したい 0 3.6 

無回答 0 0 
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４．病児・病後児保育について 

○  この１年間に、あて名のお子さんが病気やケガで学校に行けなかったことはありますか。 

（回答数） 

あったが 82 件、なかったが 29 件だった。（表なし） 

 

○ あて名のお子さんが病気やケガで学校に行けなかった場合に、この１年間に行った対処方法とし

てあてはまる番号すべてに○をつけ、それぞれの日数も数字でご記入ください（半日程度の対応

の場合も１日とカウントしてください）。 

病気やケガで教育・保育事業が利用できなかった際の対処方法をみると、「母親が休んだ」が最も多

く、ついで「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」がつづいている。 

項目 回答日数 

父親が休んだ 26 

母親が休んだ 69 

親族・知人に子どもをみてもらった 28 

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 5 

仕方なく子どもだけで留守番させた 12 

病児保育「おひさまはるる」を利用した 0 

その他 5 

合計 145 

 

○ あて名のお子さんが病気やケガで学校に行けなかった場合に、病児・病後児保育施設等を利用

したいと思いましたか。（回答数） 

利用したいと思わないが 71 件、できれば利用したいが 5 件だった。                

 

○ 病児・病後児保育施設等を利用する場合下記のいずれの事業形態が望ましいと思いますか。 

（○はいくつでも）（回答数） 

 

項目 回答数 

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業 3 

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業 3 

その他（村内で） 0 

 

5．放課後の過ごし方について 

○ あて名のお子さんは放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごしています

か。（○はいくつでも） 

「自宅」と「習い事」が上位にあげられている。 

過ごしている場所 回答日数 

自宅 67 

祖父母宅や友人・知人宅 8 

習い事 27 
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放課後児童クラブ 5 

子育て短期支援事業「こっこ」 0 

その他（放課後デイサービス・親の職場） 5 

 

○ お子さんについて小学校のうちは、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で

過ごさせたいと思いますか。（○はいくつでも） 

 放課後に過ごさせたい場所をみると「自宅」「放課後児童クラブ」が上位となっている。           

過ごさせたい場所 回答人数 

自宅 69 

祖父母宅や友人・知人宅 13 

習い事 28 

放課後児童クラブ 52 

子育て短期支援事業「こっこ」 0 

その他（放課後デイサービス・親の職場） 5 

 

○ 児童クラブを利用している方で、土曜日・日曜日・祝日・長期休暇期間の利用希望はあります

か。（希望人数） 

 土曜日・日曜日・祝日については「利用する必要はない」が多数を占めたが、長期休暇については

「利用したい」が低学年、高学年ともに多くなっている。          

項目 土曜日 日曜・祝日 長期休暇 

低学年（１～３年生）の間は利用したい 4 2 19 

高学年（４～６年生）の間は利用したい 5 7 55 

利用する必要はない 46 50 22 

6.子育てに対する意識について 

○ ご自身にとって子育ては楽しいと感じる事が多いと思いますか。それとも辛いと感じる事が多

いと思いますか。（○は 1 つ）   

子育ては「楽しいと感じる事の方が多い」と答えた方は 62 人（54.9％）、楽しいと感じる事と辛い

と感じる事が同じくらい」が 42 人（37.2％）となっている。             （人） 

合計 楽しいことの

方が多い 

楽しいと感じ

る事と辛いと

感じる事が同

じくらい 

辛いと感じる

事の方が多い 

わからない その他 

113 62 42 3 4 0 

 

○ ご自身の子育ての辛さを解消するために必要な支援・対策は何ですか。（○は３つまで）   

「仕事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備」が 24 件、次いで「地域における子育て支援の

充実」が 17 件、つづいて、「保育・教育環境の充実」「子育てしやすい住居・環境面での充実」とな

っている。  
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項目 回答数（件） 

放課後児童クラブの充実 25 

子育て支援のネットワーク作り 9 

子どもの教育環境の充実 24 

子育てしやすい住居・環境面での充実 31 

仕事と家庭生活の両立ができる労働環境の整備 44 

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減 18 

援護を要する子どもに対する支援 11 

その他（周りの子どもに対する理解） 1 

 

【 子ども・若者意識調査編 】 

１．回答者のプロフィール 

○ あなたの学年をおしえてください。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

（人） 

小学５年生 中学２年生 

57 59 

 

小学５年生は、「家庭」が 75.4％、「自分の部屋」が 59.6％、ついで「学校」が 22.8％となっている。

中学２年生は、「自分の部屋」が 76.3％「家庭」が 64.4％、「クラブ活動・部活動の場所」が 40.0％と

なっている。                      （人・％） 

項目 小学５年生 中学２年生 

自分の部屋 34 人（59.6）％ 45 人（76.3）％ 

家庭（親せきの家を含む） 43（75.4） 38（64.4） 

友だちの家 4（7.0） 4（6.8） 

学校（教室・図書室など） 13（22.8） 15（25.4） 

クラブ活動・部活動の場所 1（1.7） 23（40.0） 

放課後児童クラブ 2（3.5） 0（0） 

塾や習いごとの場所 12（21.1） 8（13.6） 

地域（図書館・ゆめあるて・公園など） 4（7.0） 4（6.8） 

その他（一人でいられる場所・お店） 3（5.3） 0（0） 

居場所はない 1（1.7） 0（0） 

 

小学５年生は、「住むことにかかわるもの」が 64.9％、「食べることにかかわるもと」が 52.6％、つい

で「着ることにかかわるもの」が 50.9％、中学２年生は、「住むことにかかわるもの」が 66.1％、つい

で「食べること」「着ること」にかかわるものとなり、「きょうだいにかかわるもの」が 32.2％となっ

○ あなたにとっての居場所はどこですか。あてはまるものに〇を３つまでつけてください。 

○ あなたがしている「家庭の仕事」はどれですか。あてはまるものすべてに〇をつけてください。 
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ている。                                    （人・％） 

項目 小学５年生 中学２年生 

「食べること」にかかわるもの（料理や買い物、食器洗いなど） 30 人（52.6）％ 31 人（52.5）％ 

「着ること」にかかわるもの（洗濯など） 29（50.9） 29（49.2） 

「住むこと」にかかわるもの（掃除やゴミ捨てなど） 37（64.9） 39（66.1） 

「きょうだい」にかかわるもの（面倒を見ることなど） 14（24.6） 19（32.2） 

「病気の家族」や「高齢の家族」にかかわるもの（お風呂や食

事の世話など） 
2（3.5） 4（6.8） 

その他（水やり） 1（1.8） 0（0） 

「家庭の仕事」はしていない 4（7.0） 3（5.1） 

 

小学 5 年生も中学 2 年生も、「週 3～5 日」が多くなっている。          （人） 

 ほぼ毎日 週 3～5 日 週 1～2 日 月に数日 数か月に 1 日 

小学５年生 52 人 16 18 11 6 1 

中学２年生 55 人 14 22 17 2 0 

 

どちらの学年も、「家の人と話すことが増えた」「家の中で気持ちよく過ごすことができている」「家の

仕事にやりがいを感じる」が多くなっているが、中学 2 年生は、「自分のことをする時間がない」と感

じている生徒もいる。         

項目 小学５年生 中学２年生 

家の人と話すことが増えた 21 人 12 人 

時間の使い方を工夫できるようになった 15 19 

家の中で気持ちよく過ごすことができている 30 29 

「家庭の仕事」にやりがいを感じる 20 18 

自分のことをする時間がない（宿題ができない、友だ

ちと話す時間がないなど） 
2 10 

とても疲れていらいらすることがある 8 4 

その他（とくになし） 5 1 

 

小学 5 年生は、「いる」が 51 人「いない」が 4 人、中学 2 年生は、「いる」が 51 人「いない」が 7 人

となっている。（表なし） 

 

○ 「家庭の仕事」はどのくらいしていますか。あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

○ 「家庭の仕事」をしていることによって、あなた自身にあてはまるのはどのようなことですか。

あてはまるものすべてに〇をつけてください。 

○ あなたは、困った時に相談したり、悩みを話せる人がいますか。 
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どちらの学年も、「親（保護者）」「学校の友だち」「担任や学校の先生」に話を聞いてもらう子どもが多

い。                                        （人） 

項目 小学５年生 中学２年生 

親（保護者） 46 45 

きょうだい 17 15 

祖父母や親せき（叔父、伯母、いとこなど） 9 15 

学校の友だち 34 36 

学校以外の友だち 12 10 

担任や学校の先生 21 18 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー 1 1 

地域のおとなの人（近所の人、塾や習い事の先生） 2 4 

インターネット上の知り合い（ライン、Ⅹなど） 4 3 

その他 1 0 

 

小学 5 年生も中学 2 年生も、「住み続けたい」「外に出ても将来豊丘に戻りたい」と考えている子ども

が多い。                                       （人） 

 住み続けたい 外に出ても将来

豊丘に戻りたい 

住み続けたいと

思えない 

わからない 

小学５年生 52 人 17 22 3 13 

中学２年生 55 人 3 20 19 15 

 

 小学 5 年生は、「自然の中で遊べる場所」が 57.9％で最も多く、「いろいろなスポーツができる

施設」が 52.6％「おしゃべりや勉強、読書など自由にできる施設」「ダンスや料理、ものつくりな

どを体験できる施設」が 45.6％だった。中学 2 年生は、「おしゃべりや勉強、読書など自由にでき

る施設」が 61.0％で多く、「いろいろなスポーツができる施設」が 49.2％「自然の中で遊べる場

所」が 42.4％「ダンスや料理、ものつくりなどを体験できる施設」が 33.9％となった。また、「安

心して外で遊んだり、通学したりすることができる」は、小学 5 年生は 45.6％。中学 2 年生は

32.2％と、安心安全な環境について多くの回答が集まった。 

 

 

 

 

 

○ あなたが相談したり、悩みを話せる人は誰ですか。あてはまるものすべてに〇をつけてくださ

い。 

○ あなたは将来、豊丘村に住み続けたいと思いますか。あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

○ あなたが、豊丘村に会ったらいいなと思うサービスやこれから力を入れてもらいたいサービスに

はどのようなものがありますか。 
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○ 本村の子育て環境についてのご意見、ご提案をお書きください。（自由記入・無作為抽出） 

≪ 未就学児保護者 ≫ 

〇十分な保育士を確保することで、保育する側も預ける側もストレスフリーで安心できる環境を

作って欲しい。 

〇県外から越して来て、乳健の回数が多く離乳食の見本も見せてもらえることに感心した。高齢

者とともに引き続き子育て支援にも力を入れてもらい、子育てしやすい環境を望む。 

〇核家族のため、子育てについて時間にも経済的にも余裕がなく心配が多い。 

〇保育園と子育て支援センターの先生方にいつも助けられ、楽しく育児ができ感謝している。双

子だったので、乳児の頃に一緒に公園等に付き添ってもらえるサポートなどが受けられるとよか

った。 

〇企業に子育ての理解が薄い。 

〇子どもを一人で育てるために、急な子どもの病気や親の仕事対応で預け先を見つけることがと

ても困難なため心配。 

〇一人目の子どもだと、未満児入園に関して知らないことが多いため、入園がスムーズにできる

ようサポートして欲しい。未満児保育に関する情報を得られやすくしてほしい。 

〇村の豊かな自然環境を生かした教育・子育てイベント・高齢者と子育て世代・子ども達との交

流の機会があるとよい。 

〇周りの方々から「豊丘村はいいな」と言われることも多く、子育てのしやすさや、支援センタ

ーの先生方、保健師さんのやさしさ、保育園の先生方に感謝している。 

〇子育て支援に関わる人は相談に耳を傾け、困っている親子の寄りどころであって欲しい。子育

て支援センターの先生と話をして、自分の孤独感が癒せる場所だとうれしい。 

〇県道の歩道は狭くて、ベビーカーを押して歩いているとすれ違いできなかったり、持ち上げな

いと引っかかったりしてしまうところがある。 

〇子育て支援センターの講座などで、「きょうだいが生まれたときの上の子の接し方」を教えて欲

しい。 

〇ワンオペで、家事・育児・仕事全てをやり遂げるのは大変。特に料理が大変なので、栄養の取

れる弁当を頼めるところがあると嬉しい。 

〇村の子育て支援に関わるものをたくさん利用していてとても助かっている。豊丘村は子育てし

やすい所だと実感している。 

〇このニーズ調査が、スマホ等で答えられるものならよかった。 

≪ 学童児保護者 ≫ 

〇他の村は給食費が全額負担なので全額負担してもらえたら嬉しい。出産祝金をいただけるのは

嬉しいが、以前より金額が減ってしまっていて子どもを産みにくい。出産祝金を増やしていただ

けたら子どもを産める環境になる。 

〇誕生日本について選ぶ時期の見直しをしてほしい。 

〇学級閉鎖が一年間で２回あり、食事の事、仕事の事かなり負担を感じました。自分の子は元気

だったが、やむを得ず半日一人で留守番させてしまい子どもも親も不安・心配が大きかった。リ

モートもなく繋がるものが欲しかった。 
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〇物価高で給料据え置き、副業禁止のため、子どもに対してのお金が足りていない。子育て支援

政策をもっと充実して欲しい。 

〇学校などに対する意見などを話せるところが、学校以外にあるといい。 

〇小学生がおもいきり体を動かす事が出来る施設がほしい。（天気に左右されない）キックボード

等は公園では使用出来ない為、役場の駐車場の一部等、土日開放してほしい。 

〇ALL南信州はなぶさ親の会のように不登校児の親や学校の先生方が参加できる会があるといい。

豊丘村も新しい取り組みや子どもがわくわくする企画などがあると良い。 

〇母子、父子家庭の大変さをわかってほしい。不登校の子どもに寄り添い親の声も聞いて欲しい。 

〇共働き、土日祝日の関係ないシフト制の仕事が増えてきている世の中で祖父母に頼れない家庭

が増えている。土日に子どもを預けられる場所を知りたい。 

〇教室内の室温について、子ども達が快適に過ごせるように、室温を保つ規定を作って欲しい。 

〇給食費やランドセル等、村から補助していただきありがとうございます。支給される商品券も

多く、子どもの物を購入することができ助かっている。 

〇児童クラブは基本働いている方が利用させていただく場所だが年度始めの申込を平日の決めら

れた時間内に提出するのは難しい。各場所で預かり開始を 8 時にして最終 19 時まで見て欲しい。 

〇村にある公園の充実。（遊具が古かったり、トイレが汚れていたりする） 

〇宿題の丸つけなど、共働きで疲れて遅く帰宅した時はかなり負担。地域の行事に PTA が参加し

すぎでは？ 

〇教師不足については把握しているが、学習環境を整えるためにも、小学校のクラス人数を少人

数制にして欲しい。ハラスメントばかり気にする世の中だが、叱責でなく叱咤激励で教育してい

ただきたい。 

○ 子どもが暮らしやすいまちづくりについて、周りの大人に言いたいこと（自由記入・無作為抽出） 

≪ 小学５年生 ≫ 

〇村じゅうみんなで仲良くお祭りをしてほしい。 

〇安心して遊べるところが減っているので、自然を使ったアスレチックや物作り工房などを作っ

て欲しい。 

〇親が帰ってくる前に宿題を済ませていないと叱られ、子どもの言うことを聞いてくれようとし

ない。 

〇道が暗い、狭い所が多い。 

≪ 中学２年生 ≫ 

〇遊べる場所やグランド、スポーツ用品店などを作れば、豊丘村に来る人が増えると思う。 

〇豊丘村の耕作放棄地を県として管理し、作物を生産するように進言して欲しい。無理ならば、

村としてやってほしい。 

〇林原テニスコートの観客席工事と LED 照明工事を早めに行って欲しい。 

〇通学路の安全のため、道を広げて欲しい。 

〇勉強のやり方がわからない。勉強をできるところを増やしていきたい。 

〇中学生だけで村外に行ってはいけないというけれど、村内で遊べるところがない。 

〇何かあったら決めつけずに、話をしっかり聞いて寄り添って欲しい。 
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お わ り に 

   

 

                          

   第三期 子ども・子育て支援豊丘村行動計画 

   （令和７年～令和１１年） 

 

 

            「第三期 子ども・子育て支援豊丘村行動計画」が、「子ども・子

育て会議」のメンバーをはじめ関係する皆様の英知を結集してでき

あがりました。 

 

 この行動の基本理念は次の三点です。 

○本村で暮らす全ての子どもが次代の担い手として、豊かな心を持ち、たくましく主体的

に生きる力をもった大人に成長することを目指す。 

○子どもの育ちの中心となる家庭において、保護者が子育てや子どもの成長に喜びや生き

がいを感じることができるよう、地域や社会が支援する。 

○家庭・地域などが、子育ての重要性に対する関心や理解を深め、連携しながら豊丘村全

体で、健全な次世代が育つ環境づくりを進める。 

 そのために、具体的な事業・施策を子ども課、保育園、教育委員会、小中学校、総務課、健

康福祉課、産業建設課等の村の機関をはじめ、児童相談所、慈恵園、交通安全協会、保育園保

護者会、小中学校 PTA 等の各種団体等との協働により推進していきます。 

 第三期がスタートする今、改めて社会の変化や子どもと家庭を取り巻く環境は目まぐるし

く変化し、令和５年には「子ども基本法」が施行され、子ども・子育ての支援対策は新たなス

テージに立っています。そのため、地域全体で子どもと子育てを支援する未来づくりプラン

の充実は益々重要になってきました。 

 今回も元豊丘村教育委員長の故毛涯章平先生の「子育てへのこだわり（時代がかわっても）」

を掲載させていただきました。「子育ての基本」「先人の家訓から」「子どもが、言われて嬉し

いことば」を大人が繰り返し子どもに語ることで子どもが膚で感じ、心の奥底にまで響き、

習慣化されていくことによって、自分の力で生きていく大人に成長していきます。それがで

きるのは子どもの一番身近にいる家庭の教育です。 

 本計画の推進を通して、子どもの自己教育力、家庭の教育力、学校・地域の教育力の向上

を期待します。 

 

豊丘村教育長 壬生 英文 
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計画作成者 《 子ども・子育て会議 》 

 
 豊丘村教育長 壬生 英文 

 教育長職務代理 木下 志保里 

 教育委員 昼神 賢児 

 教育委員 田中 良 

 教育委員 筒井 伸治 

 民生児童委員協議会長 古田 正剛 

 民生主任児童委員 松尾 恵子 

 小中学校教頭会代表 福与 泰安 

 小中学校 PTA 会長代表 下平 泰三 

 保育園保護者会長代表 市岡 純 

 児童クラブ職員代表 中臺 貴博 

 子育てサークル代表 吉川 佳澄 

 教育委員会学校教育係 小石峯 剣 

 健康福祉課 保健師 勝又 千桂 

 健康福祉課 栄養士 木下 朋子 

 教育委員会子ども課 心理士 浜岡 陽介 

 教育委員会 子ども課長 木村 由紀 

 事務局 教育委員会子ども課 子育て支援係 湯澤 まゆみ 

 事務局 教育委員会子ども課 子育て支援係 仲宗根 由美子 

  （敬称略） 

      

 

令和７年３月制作 

 

 


